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はじめに 

 あぶくま信用金庫（以下「当金庫」という。）は、南相馬市および双葉郡 8 町村など

の福島県浜通り地方と宮城県南東部を主な事業区域とする信用金庫として、昭和 25 年

の発足当初から一貫して、「浜通り地方の地元金融機関として、地区住民の手足となっ

て奉仕し、相互の繁栄をはかる。」を基本方針に地域社会のあらゆるニーズに応え、地

域社会のよりよい発展をかなえるために、地域に根ざした事業活動を展開してまいりま

した。 

 このような中、平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災（以下「震災」という。）

により、当金庫の事業区域である福島県浜通り地方を中心とする地域は壊滅的な被害を

受けました。特に、福島第一原発事故により設定された避難指示区域（旧警戒区域およ

び計画的避難区域）においては、生活基盤・経済基盤が失われる状態となり、当金庫の

お取引先においても甚大な被害が発生いたしました。 

 このため、当金庫は、地域の中小規模の事業者および個人のお客様に対して、円滑な

信用供与の実施に努め、地域の復旧・復興に向けて継続的に貢献していくため、金融機

能の強化のための特別措置に関する法律（以下「法」という。）附則第 11条第１項に規

定する特定震災特例協同組織金融機関として信用金庫の中央金融機関である信金中央

金庫を通じて資本支援の要請を行い、平成 24年 2月、200億円の資本支援を受けました。 

 現在、震災から 5年が経過しており、地域の復旧・復興に向けた進捗状況は、除染作

業や災害公営住宅等の建設、インフラの整備、事業者の事業再開等、復興に向けた歩み

が見受けられるものの、福島第一原発事故の影響により帰還できない地域が広範囲にわ

たっており、いまだ道半ばの状況にあります。今後については、平成 29 年 3 月までに

帰還困難区域を除く居住制限区域および避難指示解除準備区域の避難指示解除が予定

されており、住民帰還および事業再開の促進が重要な課題になると言えます。 

また、復興ステージは､「集中復興期間」から「復興・創生期間」（平成 28年度～平

成 32 年度）に移行し、福島第一原発事故災害区域の再生および地方創生に向けた動き

がさらに活発化するとみられており、当金庫も地方公共団体や地域関係者等との連携を

図り、地域の復興および創生に向けて積極的に対応してまいります。 

 当金庫は、今後も引き続き、地域金融機関としての社会的使命を果たし、地域の復興・

創生および地域経済の活性化に向けた取組みを強力に推し進めるため、今般、法附則第

11条第 4項の規定により読み替えて適用される同法第 33条第 1項にもとづく新たな特

定震災特例経営強化計画（以下「経営強化計画」という。）を策定し、円滑な金融仲介

機能を発揮するとともに、役職員一丸となって、お客様や地域が抱える課題の解決に向

けて尽力してまいる所存でございます。 
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１．前経営強化計画の総括 

 当金庫は、平成 23 年 4月から平成 28年 3月までの 5年間を実施期間とする経営強

化計画を策定し、資本増強による財務基盤の充実強化を図るとともに、被災したお客

様への支援を通じて、地域の復旧・復興および地域経済の活性化に向けた取組みに努

めてまいりました。 

 なお、前経営強化計画に掲げた施策に係る主な取組みは、以下のとおりです。 

（１）相談態勢の構築・強化 

当金庫は、震災直後の平成 23 年 4 月、業務推進部内に「お客様サポート室」を

新たに設置し、営業休止を余儀なくされた店舗のお客様や被災したお客様からの各

種ご相談・お問い合わせのほか、預金の払出しや貸付条件の変更等に積極的に対応

してまいりました。 

また、お客様サポート室では、遠隔地に避難されている被災者の方々からのご相

談等に対応するため、常設相談所の設置や定期的な移動相談会の開催等、お客様の

視点に立って、きめ細かに対応してまいりました。 

平成 28 年 3 月末現在、福島県内 7 か所において定期的に移動相談会を開催して

おりますが、既に終了している移動相談会等も含めた、これまでの受付相談件数累

計は、18,051件に達しております。 

さらに、当金庫においても、震災による甚大な被害を受け、震災直後には 11 店

舗 2出張所が営業休止を余儀なくされましたが、営業エリア内に所在する他の金融

機関に先駆けていち早く営業を開始しました。 

また、いわき市や宮城県に避難しているお客様の利便性向上および円滑な信用供

与等を図るため、平成 24 年 3 月に「いわき支店」および「亘理支店」を開設する

とともに、震災後に営業を休止していた小高支店を平成 25年 3月に再開した結果、

平成 28年 3月末現在、通常営業中の営業店は 10店舗 2出張所、営業休止中の営業

店は 5店舗となっております。 

 

■移動相談会等における相談受付状況              （単位：件） 

開催場所 福島市 
二本松市 

(注 1) 
郡山市 

会津若松市 

(注 2) 

件数 4,616 1,690 7,046 508 

 

開催場所 
いわき市 

(注 2) 
大玉村 

三春町 

(注 2) 
埼玉県加須市 

(注 2) 

件数 1,246 1,318 827 800 

※平成 28年 3月末現在 

（注 1）二本松市については、平成 23年 8月で移動相談会を一旦終了した後、平成 25年 5

月より場所を変更して再開しております。 

（注 2）会津若松市については平成 25 年 4月、いわき市については平成 24年 3 月、三春町

については平成 27 年 8月、埼玉県加須市については平成 25年 6 月に移動相談会（常

設相談所）を終了しております。 
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■店舗の状況（平成 28年 3月末現在） 

店舗名 住所 

福島第一原

子力発電所

からの距離 

区域 
営業 

状況 

営業 

再開日等 

本店営業部 
南相馬市 

原町区 
30㎞以内 - 営業中 平成23年3月29日 

富岡支店 
双葉郡 

富岡町 
20㎞以内 居住制限 休止中  

小高支店 
南相馬市 

小高区 
20㎞以内 

避難指示

解除準備 
営業中 平成25年3月27日 

浪江支店 
双葉郡 

浪江町 
10㎞以内 

避難指示

解除準備 
休止中 

平成28年7月12日 

再開予定 

相馬支店 
相馬市 

中村 
30㎞以上 - 営業中 平成23年3月22日 

広野支店 
双葉郡 

広野町 
30㎞以内 - 営業中 平成23年4月19日 

東支店 
南相馬市 

原町区 
30㎞以内 - 営業中 平成23年3月29日 

飯舘支店 
相馬郡 

飯舘村 
30㎞以上 居住制限 営業中 平成23年3月29日 

新地支店 
相馬郡 

新地町 
30㎞以上 - 営業中 平成23年3月22日 

久之浜支店 
いわき市 

久之浜町 
30㎞以上 - 営業中 平成23年3月31日 

双葉支店 
双葉郡 

双葉町 
5㎞以内 帰還困難 休止中  

夜の森支店 
双葉郡 

富岡町 
10㎞以内 帰還困難 休止中  

大熊支店 
双葉郡 

大熊町 
5㎞以内 帰還困難 休止中  

亘理支店 

（新設） 

宮城県 

亘理郡亘理町 
30㎞以上 - 営業中 平成24年3月27日(注1) 

いわき支店 

（新設） 

いわき市 

自由ヶ丘 
30㎞以上 - 営業中 

平成23年11月21日(注2) 

平成24年3月5日 

東支店 

北原出張所 

南相馬市 

原町区 
30㎞以内 - 営業中 平成23年3月31日 

本店営業部 

南出張所 

南相馬市 

原町区 
30㎞以内 - 営業中 平成23年4月19日 

（注 1）新設店舗の亘理支店については、営業開始日 

（注 2）新設店舗のいわき支店の上段は、相談所開始日。下段はいわき市平の仮店舗における営業開始日。

なお、平成 24年 11月 5日にいわき市自由ヶ丘に新築移転しております。 

 



4 

（２）被災者への信用供与の状況 

当金庫は、震災の影響による甚大な被害状況を踏まえ、融資の返済等に支障をき

たしている被災者の方々から相談を受けた場合には、約定弁済の一時停止や貸付条

件の変更等、柔軟に対応してまいりました。 

なお、移動相談会の定期的な開催や遠方に避難されている被災者の方々を訪問し

て、被災者からの融資等相談にきめ細かに対応した結果、震災以降の貸付条件の変

更契約締結実績は、平成 28 年 3 月末までの累計で 849 先、27,705 百万円（うち事

業性ローン 405先、24,164百万円、住宅ローン等 444先、3,541百万円）となって

おり、個々の被災者の実情にあわせて返済負担の軽減等を図りました。 

また、当金庫は、震災以降、信用保証協会保証付制度融資や被災者向けプロパー

融資商品等、15種類のローン商品の取扱いを新たに開始する等、被災者に対する円

滑かつ積極的な資金供給に努めてまいりました。 

なお、被災者向け新規融資実績は、平成 28年 3月末現在までの累計で 1,405先、

48,216百万円となりました。 

 

■被災者向けの新規融資の実行状況          （単位：先、百万円） 

 

震災以降累計 

 

うち条件変更先に 

対する新規融資 

先数 金額 先数 金額 

事業性ローン 1,073 43,590 189 21,246 

 うち運転資金 607 20,446 109 9,979 

 うち設備資金 466 23,144 80 11,267 

住宅ローン 244 4,463 17 470 

その他 88 163 5 11 

合  計 1,405 48,216 211 21,727 

※平成 28年 3月末現在 

 

 

■震災からの復旧・復興に向けた融資商品一覧 

種類 対象者 商品内容 提供開始 取扱実績 

保
証
協
会
保
証
付 

ロ
ー
ン 

事業者 

名 称：災害関係保証 

資金使途：運転資金、設備資金 

融資金額：8,000万円以内 

融資期間：10年以内 

担 保：必要に応じて徴求 

保 証 人：必要に応じて徴求 

年 利 率：災害関係保証 固定 1.5％以内 

     上記以外 固定 1.7％以内 

平成 23年 

3月 25日 

24件 

374百万円 
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種類 対象者 商品内容 提供開始 取扱実績 

保
証
協
会
保
証
付 

ロ
ー
ン 

事業者 

名 称：東日本大震災復興緊急保証 

資金使途：運転資金、設備資金 

融資金額：8,000万円以内 

融資期間：15年以内 

担 保：必要に応じて徴求 

保 証 人：必要に応じて徴求 

年 利 率：固定 1.5％以内 

平成 23年 

6月 1日 

180件 

3,590百万円 

プ
ロ
パ
ー
利
子
補
給
型
融
資 

事業者 

名 称：しんきんの「地域力」 

対 象 者：南相馬市に事業所を有する事業者等 

資金使途：設備資金、運転資金  

融資金額：1,000万円以内 

融資期間：10年以内（据置期間 2年以内） 

担 保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人代表者 

年 利 率：当初 2年間は利子補給期間として 

     借入者の負担なし。以後の期間は 

     固定 1.8％以内 

平成 24年 

11月 5日 

7件 

44百万円 

名 称：あぶくま「わがまち基金」 

対 象 者：被災により事業再開・継続が困難な 

     状況にある事業者等 

資金使途：設備資金、運転資金  

融資金額：1億円以内 

融資期間：15年以内（据置期間 3年以内） 

担 保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人-代表者 1名 

     個人事業者-法定相続人 1名 

年 利 率：当初 6年間は利子補給期間として 

     借入者の負担なし。以後の期間は 

     固定 1.8％以内 

平成 25年 

12月 13日 

193件 

7,763百万円 

名 称：メットライフ復興事業みらい基金 

対 象 者：被災により事業再開が困難である 

     事業者、被災地で新たに事業を開始 

     する事業者等 

資金使途：設備資金、運転資金  

融資金額：40百万円以内 

融資期間：15年以内（据置期間 3年以内） 

担 保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人-代表者 1名 

     個人事業者-事業専従者 1名 

     または保証協会 

年 利 率：利子補給期間は 2年。1年目は全額、 

     2年目は半額を補助。固定金利 2.5％ 

     （保証協会なし）と 1.95％（保証協 

     会付） 

平成 28年 

3月 15日 

1件 

10百万円 
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種類 対象者 商品内容 提供開始 取扱実績 

プ
ロ
パ
ー
創
業
資
金
融
資 

事業者 

名 称：あぶくま「まちづくり応援資金」 

対 象 者：当金庫の営業地区内において新たに 

     事業を始める事業者等 

資金使途：創業資金、第二創業資金、設備資金  

融資金額：2,000万円以内 

融資期間：5年以上 12年以内(据置期間2年以内) 

担 保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人-代表者 1名 

     個人事業者-法定相続人 1名 

年 利 率：当初 2年間は固定 0.25％ 

     3年目以降は固定 1.8％ 

平成 25年 

3月 4日 

14件 

170百万円 

プ
ロ
パ
ー
無
担
保
ロ
ー
ン 

個人 

名 称：東北地方太平洋沖地震にともなう 

     緊急融資 

資金使途：被災者の救済資金 

融資金額：300万円以内 

融資期間：10年以内 

担 保：原則不要 

保 証 人：1名以上（家族保証可） 

年 利 率：固定 0.5％～1.5％ 

平成 23年 

4月 20日 

11件 

25百万円 

事業者 

名 称：あぶくま応援団震災特別融資 

資金使途：事業上必要な資金 

融資金額：1億円以内 

融資期間：1年以内 

担 保：不要 

保 証 人：法人-代表者 1名 

     個人事業者-法定相続人 1名 

年 利 率：固定 0.7％ 

平成 23年 

5月 18日 

105件 

3,386百万円 

名 称：復興応援 事業者カードローン 

     「復興特別」 

資金使途：事業上必要な資金 

融資金額：2,000万円以内 

融資期間：当座貸越期間 5年以内 

     証書貸付切替後最長 7年以内 

      （通算最長 12年以内） 

担 保：原則不要 

保 証 人：法人-代表者 1名 

     個人事業者-法定相続人 1名 

年 利 率：固定 4.0％ 

平成 24年 

2月 1日 

172件 

1,895百万円 

保
証
会
社
保
証
付
ロ
ー
ン 

個人 

名 称：災害復旧ローン 

資金使途：被災者の生活再建資金 

融資金額：500万円以内 

融資期間：3 ｶ月以上 10年以内 

担 保：原則不要 

保 証 人：原則不要、(一社)しんきん保証基金保証 

年 利 率：固定 1.5％ 

平成 23年 

4月 20日 

90件 

180百万円 
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種類 対象者 商品内容 提供開始 取扱実績 

保
証
会
社
保
証
付
ロ
ー
ン 

個人 

名 称：エコリフォームローン 

資金使途：省エネ改修、バリアフリー改修工事等 

融資金額：10万円以上 1,000 万円以内 

融資期間：6 ｶ月以上 20年以内 

担 保：不要 

保 証 人：原則不要、㈱ジャックス保証 

年 利 率：変動 2.5％ 

平成 23年 

7月 15日 

2件 

12百万円 

名 称：リフォームローン 

資金使途：住宅増改築、バリアフリー改修工事等 

融資金額：10万円以上 1,500 万円以内 

融資期間：6 ｶ月以上 20年以内 

担 保：不要 

保 証 人：原則不要、㈱ジャックス保証 

年 利 率：変動 2.5％ 

平成 26年 

1月 16日 

1件 

1百万円 

名 称：復興応援マイカーローン モア 

資金使途：自家用自動車購入、車検、修理、 

     運転免許取得費用等、他社自動車 

     ローン借換 

融資金額：10万円以上 500 万円以内 

     （自営業者 700万円以内） 

融資期間：8年以内（6 ｶ月単位） 

担 保：不要 

保 証 人：原則不要、㈱オリエントコーポレー 

     ション保証 

年 利 率：変動 1.8％～3.3％ 

平成 24年 

2月 20日 

276件 

453百万円 

名 称：カードローン しんきんきゃっする 

     （来店不要型） 

資金使途：自由（事業性資金を除く）  

融資金額：300万円 

契約期間：3年間（自動更新） 

担 保：不要 

保 証 人：不要、信金ギャランティ㈱保証 

年 利 率：固定 9.0％～14.6％ 

平成 24年 

3月 12日 

3件 

1百万円 

名 称：カードローン ＶＩＰゴールドⅡ 

資金使途：自由（事業性資金、旧債決済資金を 

     除く）  

融資金額：30・50・100万円 

契約期間：3年間（自動更新） 

担 保：不要 

保 証 人：不要、(一社)しんきん保証基金保証 

年 利 率：固定 4.8％ 

平成 24年 

3月 4日 

1,513件 

743百万円 

※取扱実績は、平成 28年 3月末までの累計。ただし、カードローン（「復興特別」、「しんきんきゃっする」、

「ＶＩＰゴールドⅡ」）は、平成 28年 3月末現在の極度設定額 

※年利率（貸付金利）は、平成 28年 3 月末現在 

※しんきんの「地域力」、あぶくま「まちづくり応援資金」は、現在、新規の取扱いを終了しております。 
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（３）販路開拓等支援の取組み 

当金庫は、お取引先の新たな販路や仕入先の開拓・拡大および事業の拡大等を支

援するための取組みとして、信用金庫業界および信金中央金庫の全国ネットワーク

を活用して開催されるビジネスフェアや個別商談会等への出展機会をお取引先に

紹介・提供してまいりました。 

また、当金庫は、ビジネスフェア等に出展したお取引先に対する支援の一環とし

て、出展料の一部補助や首都圏における販売候補先企業への帯同訪問を実施する等、

お取引先の販路拡大等に向けた取組みを積極的に支援してまいりました。 

具体的な取組みの成果の一例としては、厨房機器製造・ステンレス加工業の当金

庫お取引先が「ビジネスマッチング東北 2014」や「地域復興マッチング 結の場」

等への出展を通じて、当社の加工技術が高く評価されて、ステンレス製スベリ台の

製造に係る新規商談が成立しました。さらに、ステンレス製スベリ台の塗装作業を

地元の業者に発注を行う等、地域内の事業者間における取引の拡大にも繋がってお

ります。 

 

■ビジネスフェア等への出展（平成 27年度）          （単位:先） 

イベント名称 開催時期 出展等企業 

ビジネスマッチ東北ハンズオン支援事業Ⅳ 平成 27年 7月 1 

2015"よい仕事おこし"フェア 平成 27年 9月 3 

ビジネスマッチ東北 2015 平成 27年 11月 5 

 

 

（４）経営改善・事業再生等支援の取組み 

当金庫は、営業店と審査管理部経営支援課が連携し、経営改善や事業再生等が必

要と判断したお取引先に対して、定期的な営業活動等を通じて的確な実態把握に努

めるとともに、適切な指導・助言および経営課題等解決のための最適な施策の提案

を行う等、お取引先の経営改善、事業再生および生活再建等に向けた取組みを積極

的に支援してまいりました。 

また、お取引先に対する経営改善および事業再生支援等にあたっては、中小企業

再生支援協議会、産業復興機構、㈱東日本大震災事業者再生支援機構および（独）

中小企業基盤整備機構等の外部機関や税理士および弁護士等の外部専門家との連

携強化を図っており、外部機関等の専門的な知見、ノウハウおよび機能を積極的に

活用してまいりました。 

さらに、事業再生支援ファンド等を有効に活用し、被災地域で事業再生に取り組

む事業者の支援を行ってまいりました。 
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■主な外部機関の活用実績                   （単位：件） 

外部機関名 実績 

福島県中小企業再生支援協議会 3 

宮城県中小企業再生支援協議会 1 

福島産業復興機構 3 

宮城産業復興機構 2 

㈱東日本大震災事業者再生支援機構 5 

 (公財)三菱商事復興支援財団 8 

（独）中小企業基盤整備機構 4 

㈱ゆめサポート南相馬 3 

信金キャピタル㈱ 復興支援ファンド「しんきんの絆」 2 

NPO法人ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌｧｲﾅﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ「南相馬復興トモダチ基金」 33 

 新規創業助成 21 

再雇用助成 5 

利子補給型融資 7 

NPO法人ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌｧｲﾅﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ「メットライフ復興事業みらい基金」 1 

 新規事業創出助成 0 

事業展開支援助成 0 

利子補給型融資 1 

※平成 28年 3月末までの累計 

 

（５）決算の概要 

前経営強化計画期間中における決算の概要は、以下のとおりです。 

イ．主要勘定（末残） 

(ｲ) 預金積金 

預金積金残高（平成 28年 3月末）は、多くのお客様から、福島第一原発事故

による補償金および財物賠償金の振込口座を当金庫に指定していただいたこと

に加え、地方公共団体からの預入れ等により、震災直後の平成 23 年 3 月末に比

べて 1,586億円増加の 2,825億円となりました。 

 

(ﾛ) 貸出金 

 貸出金残高（平成 28 年 3 月末）は、地域の復旧・復興に向けた資金ニーズ等

に積極的に応需したことから、震災直後の平成 23 年 3 月末に比べて 117 億円増

加の 719億円となりました。 

 なお、中小企業向け貸出は、震災復興関連需要に加えて、事業再開に伴う通常

運転資金に対しても積極的に対応したこと等から、震災以降、順調に増加してお

り、平成 23年 3月末に比べて 6億円増加の 325億円となりました。 
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(ﾊ)有価証券 

 有価証券残高（平成 28 年 3 月末）は、震災以降、預金積金の増加に伴い、地

方債や政府保証債等の安全性および流動性の高い運用資産を中心に増加させた

ことから、震災直後の平成 23 年 3 月末に比べて 354 億円増加の 808 億円となり

ました。 

 

■預貸金等の推移                    （単位：百万円） 

 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 27/3 期 28/3期 

預金積金 123,895 140,114 176,374 229,314 273,918 282,505 

貸出金 60,197 59,791 60,704 63,603 67,666 71,974 

 中小企業向け 31,901 26,975 27,649 28,824 32,808 32,596 

有価証券 45,409 54,764 65,148 70,450 72,856 80,816 

 

ロ．損益等 

 震災後の平成 24 年 3 月期決算においては、主として被災債権に対する引当金の

増加に伴い、大幅な赤字を計上いたしましたが、平成 25 年 3 月期以降は安定的に

黒字を確保するとともに、内部留保の蓄積に努めました。この結果、平成 28 年 3

月末の自己資本比率は 34.06％と高い水準を維持しております。 

 

■損益等の推移                     （単位：百万円、％） 

 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 27/3 期 28/3期 

業務純益 598 473 920 808 1,053 1,004 

コア業務純益 485 818 921 930 1,050 1,024 

臨時損益 ▲276 ▲5,394 1,132 2,404 1,105 507 

 不良債権処理額 237 5,255 ▲1,645 ▲2,295 ▲919 ▲336 

経常利益 321 ▲4,921 2,053 3,212 2,159 1,511 

特別損益 3 ▲289 4 481 15 ▲6 

当期純利益 157 ▲5,655 2,049 3,779 1,653 1,134 

自己資本比率（注） 15.52 42.42 41.91 40.39 35.99 34.06 

（注）平成 26年 3月末以降の自己資本比率は、新しい自己資本比率規制（バーゼルⅢ）に

より算出しております。 

 

 

２．経営強化計画の実施期間 

 当金庫は、法附則第 11条第 4項の規定により読み替えて適用される同法第 33条第

1項にもとづき、平成 28年 4月から平成 33年 3月までの 5年間を実施期間とする経

営強化計画を実施いたします。 
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 なお、今後経営強化計画に記載された事項について重要な変化が生じた場合、また

は生じることが予想される場合には、遅滞なく信金中央金庫を通じて金融庁に報告い

たします。 

 

 

３．経営指導契約の内容 

 当金庫は、法附則第 11 条第 1 項第 2 号にもとづき、平成 24 年 2 月 20 日に以下の

とおり経営指導契約を信金中央金庫と締結しております。 

（１）契約期間 

 経営指導契約の契約期間は、契約締結日から法附則第 16 条第 3 項にもとづく経

営が改善した旨の認定または法附則第 17 条第 2 項にもとづく事業再構築に伴う資

本整理を可とする旨の認定のいずれかを申請する日までとすることとしております。 

 

（２）指導および助言 

 当金庫は、経営指導契約にもとづき、信金中央金庫から、当金庫の被災債権の管

理および回収に関する指導、その他当金庫の業務の改善のために必要な指導および

助言を受け、当該指導および助言にもとづき適切に業務を実施することとしており

ます。 

 

（３）報告の提出 

 当金庫は、経営指導契約にもとづき、信金中央金庫に対して、経営強化計画の実

施状況および自らの業務、財産の状況に関する報告を、定期的に、または信金中央金

庫からの求めに応じて、以下のとおり行います。なお、当金庫の経営に重大な影響を

及ぼす事項が生じるおそれのあるときは、速やかに報告を行うこととしております。 

・特定震災特例経営強化計画履行状況報告（3月末基準、9月末基準） 

・被災債権の管理および回収等に係る報告（3月末基準、9月末基準） 

・各期末における財務諸表等    （3月末基準、9月末基準） 

・その他業務および財産の状況に係る報告（随時） 

 

（４）モニタリング 

 当金庫は、経営指導契約にもとづき、経営強化計画の実施状況等に関して、信金

中央金庫が実施するモニタリングを定期的に、または随時受けるとともに、必要な

指導および助言を受けることとしております。 

 なお、当該モニタリングは、定期的に経営状況等に係る資料を提出するオフサイ

ト・モニタリングと、定期的に、または随時行われるヒアリングおよび被災債権に

係る状況等を確認するための貸出金実地調査のオンサイト・モニタリングにより構

成され、当金庫は、当該モニタリングに協力してまいります。 
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４．損害担保契約の内容 

 法附則第 17 条第 2 項にもとづく事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を

受けた特別対象協同組織金融機関等は、被災債権の譲渡その他の処分について損害担

保契約を締結した場合、法附則第 19 条第 1 項において、当該契約の履行により生ず

る損失の一部を補填するための契約を締結することを、預金保険機構に対し申し込む

ことができるとされておりますが、当金庫は、現時点においては、被災債権の譲渡そ

の他の処分にあたりまして、損害担保契約の締結を想定しておりません。 

 また、将来、締結の必要が生じるような状況となった場合には、被災債権の譲渡そ

の他の処分の必要性や費用、契約内容等を慎重に検討し、関係機関等とも協議のうえ、

対応してまいります。 

 

 

５．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当金庫が主として業務を行っ

ている地域における経済の活性化に資する方策 

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当金庫が主として業務を行

っている地域における経済の活性化に資するための方針 

イ．地域経済等の現状 

福島県の経済情勢は、最も甚大な被害を受けた当金庫の主たる事業区域である浜

通り地方の影響もあり、震災直後には各種指標が大幅に悪化し、その後、回復傾向

にあるものの、未だ震災前の水準までは回復していない状況にあります。 

事業所数は、平成 21 年に 98,596 事業所ありましたが、震災後の平成 24 年には

86,170 事業所まで減少し、平成 26 年には事業再開等により 87,222 事業所まで増

加したものの、その水準は震災前の 88.5％に留まっております。 

特に、当金庫営業エリアにある避難指示区域等所在の商工会会員における事業所

再開状況は、平成 28年 3月 20日現在、2,842事業者中、再開事業者が 1,673事業

所（再開率 58.9％）、うち地元再開が 649事業所（再開率 22.8％）に留まっており、

今後、事業再開の促進に係る取組みが、地域経済の発展・成長に向けた大きな課題

となっております。 

製造業については、平成 22年の製造品出荷額等が 5.1兆円でしたが、平成 23年

には 4.3 兆円まで減少しました。しかしながら、「ふくしま産業立地補助金」等の

補助金制度を活用した工場の新増設が増加したこと等により、平成 26 年には製造

品出荷額等が 5兆円まで増加しており、震災前の水準まで回復しております。 

また、農林水産業については、震災前に比べて、産出出荷額等が減少しており、

農林水産業の再生に向けた取組みや県産農林水産物の魅力と安全安心に向けたＰ

Ｒ活動等を積極的に実施しておりますが、震災前の水準までには回復していない状

況にあります。その水準は、農業産出出荷額が平成 22年比 78.8％、林業産出出荷

額が同 75.0％、海面漁業生産額が同 47.5％に留まっております。 
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なお、農業生産産出額は、平成 26 年に減少へ転じておりますが、全国的な米価

の下落を主要因とするもので、作付面積および収穫量は増加傾向にあります。 

 

■農林水産業関連の産出出荷額等               （単位：億円） 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25 年 平成 26年 

農業産出出荷額 2,330 1,851 2,021 2,049 1,837 

林業産出出荷額 124 87 73 85 93 

海面漁業生産額 181 86 64 79 86 

出所：福島県ホームページ 

 

また、有効求人倍率については、平成 22年平均で 0.42倍となっておりましたが、

震災後による人口減少に加え、復興関連事業に係る求人が増加したため、平成 26

年平均で 1.41 倍まで上昇しております。有効求人倍率は、高水準となっておりま

すが、その内訳をみると、事務的職業が就職難となっている一方、建築・土木技術

者、医師・看護師等の専門的な技術を必要とする職業や介護関係等において人手不

足が顕著になる等、職業により偏りが生じている状況にあります。 

店舗所在地の人口・世帯数については、避難指示区域に指定されている市町村は

大幅に減少しておりますが、避難指示区域からの転居者等が多い相馬市、いわき市

および新地町は増加しております。また、避難指示区域に隣接する南相馬市および

広野町は、震災復興関連の人員流入等により単身世帯が増加したこと等から、人口

は減少しているものの、世帯数は増加しております。なお、福島県外となる亘理町

（宮城県亘理郡）は、人口・世帯数とも減少している状況にあります。 

 

 ■店舗所在地における人口・世帯数の推移         （単位：人、世帯） 

 

 

人口 世帯数 

平成 23年

3 月 1日

現在 

平成 27年

10月 1日

現在 

 平成 23年

3月 1日

現在 

平成 27年

10月 1日

現在 

 

増減 増減 

南相馬市 70,752 57,733 ▲13,019 23,650 25,891 2,241 

相馬市 37,721 38,575 854 13,251 14,891 1,640 

いわき市 341,463 349,344 7,881 128,960 140,837 11,877 

新地町 8,178 8,220 42 2,461 2,693 232 

浪江町 20,854 0 ▲20,854 7,192 0 ▲7,192 

双葉町 6,891 0 ▲6,891 2,386 0 ▲2,386 

大熊町 11,570 0 ▲11,570 4,002 0 ▲4,002 

富岡町 15,959 0 ▲15,959 6,125 0 ▲6,125 

広野町 5,386 4,323 ▲1,063 1,806 2,428 622 
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飯館村 6,132 41 ▲6,091 1,716 1 ▲1,715 

亘理町 34,795 33,598 ▲1,197 11,442 11,321 ▲121 

出所：平成 23年 3 月 1日  推計人口（平成 22 年国勢調査確定値に基づく推計） 

   平成 27年 10月 1日 国勢調査速報値 

 

ロ．被災地域における東日本大震災からの復旧・復興の進捗状況 

福島県における被害状況は、当金庫の主たる事業区域である浜通り地方を中心に

甚大な被害を受けており、地震および津波による人的被害（平成 28 年 3 月 1 日現

在）は死者（関連死を含む。）・行方不明者 3,854人にのぼり、多くの尊い人命を失

うとともに、家屋被害（平成 28 年 3 月 1 日現在）は全壊 15,169 棟、半壊 78,960

棟、道路・港湾・学校等の公共施設被害報告額総額（平成 24年 3月 23日現在）は

約 5,994 億円、商工関連被害総額（平成 23 年 5 月 1 日現在）は約 3,597 億円とな

る等、壊滅的な打撃を受けました。 

また、福島第一原発事故により設定された避難指示区域においては、生活基盤・

経済基盤が失われる状態となり、住民は長期の避難生活を余儀なくされたことに加

え、除染や汚染廃棄物の処理が必要になる等、復旧・復興の促進に向けた大きな懸

念材料となりました。 

震災から 5年が経過し、除染や災害公営住宅等の建築が本格化するとともに、平

成 27 年 3 月には常磐自動車道が全線開通して、仙台市からいわき市までの浜通り

の「大動脈」がつながったことにより、復興へ向けた物流や人的交流の促進が期待

される等、着実に持ち直している状況にあります。 

また、平成 26 年 4 月には田村市、同年 10 月には川内村の一部、平成 27 年 9 月

には楢葉町の避難指示が解除となり、平成 28 年 6 月には葛尾村の一部および川俣

町、同 7 月には南相馬市小高区における避難指示の解除が見込まれることに加え、

残りの帰還困難区域を除いた居住制限区域および避難指示解除準備区域について

も平成 29 年 3 月までに避難指示を解除する目標を閣議決定する等、福島第一原発

事故の影響が大きかった地域についても着実に復旧・復興に向けた歩みを進めてお

ります。 

しかしながら、避難者数は、平成 24年 5月の 164，865人（うち県外避難者 62,038

人）をピークとして、徐々に帰還が進みつつあるものの、平成 28年 2月現在 98,762

人（同 43,270 人）となっており、今もなお多くの方々が避難生活を余儀なくされ

ている状態が続いております。 

また、多くの被災者および避難者が仮設住宅や賃貸住宅等に入居している中、被

災者等の生活再建に向けた住宅の再建や復興公営住宅等の整備が現在進められて

おりますが、建設業を中心とする人手不足の深刻化や資材の高騰により、進捗の遅

れが懸念される状況となっております。平成 28 年 2 月末現在、住宅再建は被災者

生活再建支援制度の対象となる住宅 31,526 件に対し、申請数が 20,296件（進捗率

64.4％）となり、復興公営住宅等は整備予定 7,697戸に対し、完成戸数が 3,422戸
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（同 44.4％）となっております。 

さらに、市町村除染地域における除染の進捗状況は、平成 28 年 1 月末現在、住

宅が進捗率 76.0％、公共施設等が同 87.7％、道路が同 46.5％、農地が 82.9％とな

っております。また、放射性物質汚染対処特別措置法にもとづき指定された国直轄

除染地域（除染特別地域）における除染の進捗状況は、平成 28 年 2 月 15 日現在、

田村市、川内村、楢葉町、大熊町、葛尾村および川俣町で終了、残る 5市町村では

平成 28年度内を目途に終了予定となっております。 

また、道路・橋梁、漁港、港湾、河川・砂防等の公共インフラ等の復旧と整備状

況については、平成 28 年 1 月末現在、災害査定決定数 2,133 件に対し、着工件数

1,998件（着工率 93.7％）、完了件数 1,679件（完了率 78.7％）となっております。 

 

■避難指示区域の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：経済産業省ホームページ 

 

【帰還困難区域】 

事故後6年間を経過しても

なお、空間線量率から推定さ

れた年間積算線量が20ミリ

シーベルトを下回らないお

それのある地域。（平成24年

3月時点での空間線量率から

推定された年間積算線量が

50ミリシーベルト超の地域） 

（約24,100人/約9,000世帯） 

【居住制限区域】 

避難指示区域のうち、空間

線量率から推定された年間

積算線量が20ミリシーベル

トを超えるおそれがあると

確認された地域 

（約22,700人/約8,300世帯） 

【避難指示解除準備区域】 

避難指示区域のうち、空間

線量率から推定された年間

積算線量が20ミリシーベル

ト以下となることが確実で

あると確認された地域 

（約23,600人/約8,000世帯） 
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■避難地域の避難者数等の状況                   （単位：人） 

市町村 

平成 23 年 

3月 11 日 

現在の住民

登録人口 

現在の 

避難者数 

 

備考（現在時点） 

県内 県外 

南相馬市 71,561 9,941 4,115 5,826 平成 28年 4月 14日現在 

田村市 41,662 1,471 1,291 180 平成 27年 10月 31日現在 

川俣町 15,877 1,176 1,138 38 平成 27年 11月 1日現在 

広野町 5,490 2,781 2,444 337 平成 27年 11月 16日現在 

楢葉町 8,011 7,175 6,212 956 平成 27年 11月 30日現在 

富岡町 15,916 15,161 10,839 4,322 平成 27年 11月 1日現在 

川内村 3,038 1,038 842 196 平成 27年 11月 1日現在 

大熊町 11,505 10,773 8,202 2,571 平成 27年 11月 1日現在 

双葉町 7,140 6,984 4,050 2,934 平成 27年 11月 2日現在 

浪江町 21,434 20,954 14,523 6,431 平成 27年 10月 31日現在 

葛尾村 1,567 1,482 1,383 99 平成 27年 12月 1日現在 

飯館村 6,509 6,735 6,230 504 平成 27年 11月 1日現在 

出所：福島県ホームページ 

 

■公共土木施設等災害復旧工事個所別の進捗状況      （単位：箇所、件、％） 

 災害査定 

決定数 

着工件数 完了件数 

 着工率  完了率 

計  2,133 1,998 94 1,679 79 

河川・砂防 271 263 97 230 85 

海岸 156 148 95 44 28 

道路・橋梁 798 754 94 727 91 

港湾 331 315 95 286 86 

漁港 480 421 88 295 61 

下水 3 3 100 3 100 

公園・都市施設 5 5 100 5 100 

公営住宅 89 89 100 89 100 

※平成 28年 1月末現在 

出所：福島県ホームページ 
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■農林水産業施設等の復旧状況 

 農地（営農再開可能

面積の割合） 

農業経営体 
（経営再開状況） 

漁業経営体 
（操業再開状況） 

農地・農業用施

設等の復旧工事 

被害状況 5,460ha 17,200経営体 740経営体 3,124地区 

復旧・復興

の状況 

1,820ha 

営農再開が可能な農

地面積（平成 27年度

見込） 

10,500経営体 

営農を再開した経営

体（一部再開を含む） 

304経営体 

操業を再開した経

営体（試験操業を含

む) 

2,651地区 

着手済地区 

進捗率 33.3％ 60.9％ 41.1％ 84.9％ 

集計年月 平成 27年 7月 平成 26年 3月 平成 27年 5月 平成 27年 12月 

出所：福島県ホームページ 

 

■常磐自動車道およびＪＲ常磐線の復旧状況 

路線 区間 復旧状況・今後の見通し等 

常磐自動車道 

広野 IC 常磐富岡 IC 平成 26年 2月 22日に再開通 

常磐富岡 IC 浪江 IC 平成 27年 3月 1日に開通（全線開通） 

浪江 IC 南相馬 IC 平成 26年 12月 6日に開通 

南相馬 IC 相馬 IC 平成 24年 4月 8日に開通 

相馬 IC 山元 IC 平成 26年 12月 6日に開通 

ＪＲ常磐線 

広野駅 竜田駅 平成 26年 6月 1日に運転再開 

竜田駅 富岡駅 平成 27年 3月から 3年以内を目処にでき

るだけ速やかな開通を目指す（平成 27 年

1 月 31日より代行バスの運行開始） 

富岡駅 浪江駅 運転再開時期未定（除染や異常時の利用者

の安全確保策を完了した後開通）（平成 27年

1 月 31日より代行バスの運行開始） 

浪江駅 小高駅 平成 27年 3月から、遅くとも 2年後の開

通を目指す（平成 27 年 1 月 31 日より代行

バスの運行開始） 

小高駅 原ノ町駅 平成 28 年春までに運転再開予定(平成 27

年 1月 31日より代行バスの運行開始） 

原ノ町駅 相馬駅 平成 23年に運転再開 

相馬駅 浜吉田駅 平成 28 年 12 月末までに運転再開見込み
（一部ルート移設）（平成 24 年 4 月 12 日よ

り代行バスの運行開始） 

※平成 28年 3月末現在 

出所：福島県ホームページ  
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ハ．当金庫の基本的な取組姿勢 

当金庫は、「浜通り地方の地元金融機関として、地区住民の手足となって奉仕し、

相互の繁栄をはかる。」を基本方針に地域社会のあらゆるニーズに応え、地域社会

のよりよい発展をかなえるために、地域に根ざした事業活動を展開してまいりまし

たが、震災により多くのお客様が避難されている中通り地方の 6市 5町 1村を平成

25 年 8 月に営業エリアに追加しており、浜通り地方のみに限らず、遠隔地に避難

されているお客様に対しても幅広い金融サービス等を提供していくため、平成 26

年 9月に新たな経営理念および基本方針を策定いたしました。 

当金庫は、この経営理念および基本方針にもとづき、今後も引き続き、信用金庫

の独自性や特性を活かしながら、お客様および地域の成長・発展等に資する取組み

を積極的に推進していくことにより、当金庫の存在意義をさらに高めて、地域社会

において必要とされる金融機関であり続けることを目指してまいります。 

具体的には、お客様に対する円滑かつ安定的な資金供給に加えて、お客様のニー

ズにあわせた金融商品・金融サービスの提供を行うとともに、地方公共団体や商工

会議所、大学、ＮＰＯ法人等の地域関係者との連携を図りながら、地域の復興・創

生および地域経済の活性化に向けた取組みを推進してまいります。 

特に、被災したお客様への支援については、お客様と一緒になって考え、課題を

解決していく課題解決型金融を実践し、全役職員をあげて地域の復興・創生および

地域経済の活性化に全力で取り組んでまいります。 

なお、地域の復興・創生にあたっては、解決すべき課題が多岐にわたるため、当

金庫単独では十分な対応が困難なケースも想定されます。当金庫単独での対応が困

難な課題については、中小企業再生支援協議会や信用保証協会等の外部機関および

税理士や弁護士等の外部専門家との連携を図るとともに、信金中央金庫をはじめと

する信用金庫業界の協力を得て、解決に向けて取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【経営理念】 

 あぶくま信用金庫は、地域社会の繁栄と地区住民の豊かな未来を創造します。 

 

【基本方針】 

 一．地域密着型金融の取組みを強化し、地域経済の活性化に全力で取組みます。 

 一．職員は、誠意と熱意そして感謝の心で明るい職場形成に努めます。 

 一．堅実・健全な経営に徹し、強固な経営基盤の構築に努めます。 
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（２）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

イ．中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

 当金庫は、創業以来、経営理念および基本方針にもとづき、中小規模の事業者（以

下「事業者」という。）に対する円滑な資金供給および貸付条件の変更等に対応し、

事業者の成長・発展を支援するとともに、地域経済の活性化に向けた取組みを積極

的に推進しております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、各種ご相談等へのきめ細かな対

応や事業者が抱える経営課題等解決に向けた適切な指導・助言等を行うため、営業

店および本部関係各部が連携するとともに、必要に応じて外部機関等との連携を図

る等、事業者に対する円滑な信用供与を実施するための態勢が整備できたものと評

価しております。 

今後も引き続き、地域金融機関としての役割を果たし、金融仲介機能を十分に発

揮していくため、以下の取組みをさらに強化してまいります。 

(ｲ) コンサルティング機能・相談機能の発揮 

 当金庫は、信用金庫の強みである face to face による日々の営業活動等を通

じて、お客様とのコミュニケーションを図り、お客様との良好な関係構築・強化

に努めるとともに、きめ細かな対応に取り組んでおります。 

 具体的には、事業者の様々なライフステージ（創業・新事業開拓、成長段階、

経営改善、事業再生、債務整理および事業承継）に応じて、事業者が抱える経営

課題やニーズ等を的確に把握するとともに、営業店と関係本部または外部機関等

が連携を図りながら、適切な指導・助言および経営課題等解決のための最適な施

策等の提案を行い、事業者の成長・発展等を積極的に支援しております。 

 特に、震災直後には、営業休止を余儀なくされた店舗のお客様や遠隔地に避難

されたお客様からの融資等の相談等に対応するため、平成 23 年 4 月、業務推進

部内に「お客様サポート室」を新たに設置しました。 

 また、相馬支店、いわき支店および亘理支店では日曜日、東支店北原出張所「あ

ぶくましんきんプラザ」では土・日曜日、祝日にも各種融資相談等の受付けを行

うとともに、現在、福島市南矢野目仮設住宅をはじめ福島県内 7 か所において、

定期的に移動相談会を開催する等、きめ細かい相談体制を整備しております。 

 

(ﾛ) 審査管理態勢の強化 

 当金庫は、「クレジットポリシー」、「金融円滑化基本方針」、「金融円滑化管理

方針」および各種与信関連規程・要領等を定め、融資取引を行うにあたって当金

庫役職員が遵守すべき基本的事項、金融円滑化に関する基本方針、新規融資や貸

付条件の変更等の相談・申込みへの対応および審査・管理体制等、事業者に対す

る信用供与の実施体制を整備しております。 
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 また、当金庫は、担保または保証に過度に依存することなく、事業者の事業内

容、技術力、販売力、成長性および経営者の資質等を適切に評価する事業性評価

を重視した融資姿勢で取り組んでおります。 

 なお、震災直後には、事業者の実情を踏まえ、当金庫は、返済猶予や返済条件

等の変更等に柔軟に対応するとともに、事業再開意欲のある事業者に対しては、

担保・保証人や返済期限の緩和等、融資条件の弾力的な取扱いを実施しました。 

 

(ﾊ) 外部機関等の活用による対応 

 当金庫は、信用保証協会保証による制度融資や㈱日本政策金融公庫等との協調

融資を積極的に活用することにより、事業者に対する円滑な資金供給に努めてお

ります。 

 また、ＮＰＯ法人プラネットファイナンスジャパンや（公財）日本財団と連携

した利子補給型融資商品の提供および（公財）三菱商事復興支援財団の資本支援

を活用しております。 

 なお、信金中央金庫と信金中央金庫の子会社である信金キャピタル㈱との共同

出資による中小企業向け創業・育成＆成長支援ファンド「しんきんの翼」の活用

についても検討しております。 

 さらに、事業者に対する経営改善および事業再生支援等にあたっては、中小企

業再生支援協議会、産業復興機構および（独）中小企業基盤整備機構等の外部機

関や税理士等の外部専門家との連携強化を図っており、外部機関等の専門的な知

見、ノウハウおよび機能を積極的に活用しております。 

 なお、当金庫は、事業再生等に豊富な支援実績を有する㈱地域経済活性化支援

機構の活用についても、今後、必要に応じて検討してまいります。 

 

(ﾆ) コンサルティング機能等を発揮できる人材の育成 

 当金庫は、コンサルティング機能の発揮や目利き力の強化に向けた人材の育成

を図るため、外部機関が主催する研修やセミナー等に積極的に職員を派遣すると

ともに、経営改善・事業再生等をテーマとした庫内研修、庫内トレーニー制度の

実施、営業店におけるＯＪＴの推進、審査管理部等による営業店への臨店指導お

よびファイナンシャルプランナーや中小企業診断士等の各種公的資格の取得を

奨励しております。 

 

(ﾎ) 復旧・復興の進捗状況等に応じた戦略 

 当金庫は、震災からの復旧・復興の進捗状況が地域ごとに大きく異なるため、

中地区（本店営業部、小高支店、浪江支店、東支店、飯館支店）、北地区（相馬

支店、新地支店、亘理支店）、南地区（富岡支店、広野支店、久之浜支店、双葉

支店、夜の森支店、大熊支店、いわき支店）および西地区（中通り）の 4つのエ
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リアに分けて、その状況に応じた戦略を策定し取り組んでおります。 

 また、亘理支店には、宮城県内の復旧・復興資金の窓口として、多くの融資案

件が持ち込まれているため、融資審査の経験が豊富な職員を配置し、迅速な融資

対応を図るとともに、いわき支店には、多くのお取引先が避難していることに加

えて、市場規模も大きいことから、新規開拓が得意な営業店長を配置する等、店

舗特性に応じた人員配置を行っております。 

 

ロ．中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

 当金庫は、事業者に対する信用供与の実施状況や各種施策等の対応状況について、

審査管理部、業務推進部および総合企画部の担当役員で構成する「中小企業等金融

円滑化推進委員会」において実績等の管理および情報の共有化を図るとともに、定

期的に常務会に報告しております。 

 また、中小企業等金融円滑化推進委員会では、営業店等における対応状況をモニ

タリングするとともに、施策の取組みが十分でないと認められる場合には、担当部

門に対して、要因分析および具体的な対応策の検討・企画立案を指示する等、実効

性を確保するための態勢を整備しております。 

 なお、中小企業等金融円滑化の取組みに関する事項については、年 2回、理事会

に報告するとともに、実施状況をホームページ上に開示しております。 

 また、経営強化計画に掲げた各種施策等の取組みについても、定期的に部店課長

会議、常務会および理事会において進捗状況の管理を徹底しており、施策の取組み

が十分でないと認められる場合には、担当部門に対して、要因分析および具体的な

対応策の検討・企画立案を指示しております。 

 さらに、当金庫は、平成 24 年 2 月に信金中央金庫との間で締結した経営指導契

約にもとづき、経営強化計画の実施状況や当金庫の財務の状況等を信金中央金庫に

報告するとともに、被災債権の管理・回収をはじめ経営強化計画に掲げる各種施策

の取組状況について指導・助言および検証を受ける態勢となっております。 

 

ハ．担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要

に対応した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

 担保または保証に過度に依存しない融資の促進および事業者の需要に対応した

信用供与については、これまでも地域密着型金融を推進するなかで、無担保・無保

証ローンの取扱いおよび信用保証協会保証付融資の活用等による資金供給を行っ

てきましたが、震災の影響による甚大な被害を受け、動産・不動産が滅失または毀

損している実情を踏まえ、さらなる取組みの強化を図る必要があると認識し、積極

的に対応しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、お客様のニーズ等を踏まえた商品開発・提供の検討

および商品性の見直し等を図るとともに、事業者の財務内容や担保または保証に必
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要以上に依存することなく、継続的な営業活動・経営相談等を通じて、事業者の事

業内容や将来の成長可能性等を適切に評価する事業性評価にもとづく融資を促進

してまいります。 

 また、当金庫は、お客様の資金調達の多様化を図るため、太陽光発電に係る設備

等を担保とした融資（ＡＢＬ）の取扱いを行っており、平成 28 年 3 月末までの累

計で 10 件 253 百万円の取扱実績があります。加えて、信用保証協会が提供する流

動資産担保融資保証制度（ＡＢＬ保証）を活用した融資の取扱いも行っており、平

成 28年 3月末までの累計で 2件 20百万円の取扱実績があります。 

 さらに、当金庫は、平成 25年 12月に公表された「経営者保証に関するガイドラ

イン」（以下「ガイドライン」という。）の概要や金融機関における対応等に係る職

員向け説明会を実施する等、ガイドラインの趣旨等について周知徹底を図っており

ます。 

 当金庫は、今後も引き続き、ガイドラインを遵守し、経営者保証に依存しない融

資を促進するとともに、保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性の説明お

よび適切な保証金額の設定等の対応を行ってまいります。 

 

（３）被災者への信用供与の状況および被災者への支援をはじめとする被災地域におけ

る東日本大震災からの復興に資する方策 

イ．被災者への信用供与の状況 

(ｲ) 被災状況の把握・確認 

 当金庫は、震災直後から、お客様の安否等を確認しておりましたが、平成 23

年 9 月から同年 10 月にかけて、当金庫と与信取引があるお取引先の被災状況を

把握・確認するため、震災以降の延滞発生先や条件緩和対応先のほか、事業性ロ

ーン取引（与信残高 10 百万円以上）がある事業者および住宅ローン取引がある

個人のお客様を対象に、個別訪問による直接面談または電話連絡等を行い、建

物・設備、住居等の損壊など直接的な被害に加え、販路喪失や風評被害等による

売上げの減少および給与所得の減少など間接的な被害の状況についても聴き取

り調査を行いました。 

 この与信先を対象とした調査の結果、震災の影響により直接的または間接的に

何らかの被害を受けた先は、当金庫総与信先の 51％を占める 4,293 先、総与信額

の 49％を占める 297億円にのぼることが判明しました。 

 当金庫は、震災以降も定期的な訪問活動等を通じて、被災者の状況把握に努め

ており、営業再開、事業再生および生活再建等に伴う被災者への信用供与等、必

要な支援を積極的に行うとともに、適切な指導・助言および最適な施策の提案等、

コンサルティング機能を十分に発揮しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、被災者の良き相談相手として、要望事項やニーズ

を的確に把握・理解するとともに、地域経済の活性化および復興促進の原動力と
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なる被災事業者等が真に成長・発展できるよう最大限支援してまいります。 

 

(ﾛ) 被災者への信用供与の実績 

 当金庫は、震災の影響による甚大な被害状況を踏まえ、融資の返済等に支障を

きたしている被災者から相談を受けた場合には、約定弁済の一時停止や貸付条件

の変更等、柔軟に対応してまいりました。 

 なお、移動相談会の定期的な開催や遠方に避難されている被災者の方々を訪問

して、融資等の相談にきめ細かに対応した結果、貸付条件の変更契約締結実績は、

平成 28年 3月末までの累計で 849先、27,705百万円（うち事業性ローン 405先、

24,164百万円、住宅ローン等 444先、3,541百万円）となっており、個々の被災

者の実情にあわせて返済負担の軽減等を図っております。 

 また、信用保証協会保証付制度融資の活用や被災者向けのプロパー融資商品等

の取扱いを新たに開始する等、被災者に対する円滑かつ積極的な資金供給に努め

た結果、被災者向け新規融資実績は、平成 28 年 3 月末現在までの累計で 1,405

先、48,216百万円となっております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、被災者への積極的かつ適切な

信用供与の実施を通じ、地域の復旧・復興に一定の貢献ができたものと評価して

おります。 

今後も引き続き、被災者への円滑な資金供給等に努めるとともに、適切な指

導・助言および最適な施策の提案等を行う支援態勢をさらに強化し、地域の復

興・創生および地域経済の活性化に向けた取組みを推進することにより、地域金

融機関としての社会的使命を果たしてまいります。 

 

ロ．被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資す

る方策 

(ｲ) 地域の復興に向けた支援態勢等の強化 

a．相談機能・顧客支援機能に係る体制の強化 

 当金庫は、震災直後の平成 23年 4月、業務推進部内に「お客様サポート室」

を新たに設置し、営業休止を余儀なくされた店舗のお客様や被災したお客様か

らの各種ご相談・お問い合わせのほか、預金の払出しや貸付条件の変更等に積

極的に対応してまいりました。 

 また、お客様サポート室では、遠隔地に避難されている被災者の方々からの

ご相談等に対応するため、常設相談所の設置や定期的な移動相談会の開催のほ

か、移動相談会への出席が困難なお客様に対しては、避難先を個別に訪問し、

貸付条件の変更対応や新規融資等のご相談・要望事項等を受ける態勢とする等、

相談機能の強化に取り組んでまいりました。 
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 なお、平成 28 年 3 月末現在、福島県内 7 か所において定期的に移動相談会

を開催しておりますが、既に終了している移動相談会等も含めた、これまでの

受付相談件数累計は、18,051件に達しております。 

 また、当金庫は、相馬支店、いわき支店および亘理支店では日曜日、東支店

北原出張所「あぶくましんきんプラザ」では土・日曜日、祝日にも各種相談等

を受け付けております。 

 さらに、当金庫は、営業店と審査管理部経営支援課が連携し、経営改善や事

業再生等が必要と判断したお取引先に対して、定期的な営業活動等を通じて的

確な実態把握に努めるとともに、必要に応じて外部機関や外部専門家との連携

も図りながら、適切な指導・助言および経営課題等解決のための最適な施策の

提案を行う等、お取引先の経営改善や事業再生等に向けた取組みを最大限支援

する体制を構築しております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、「お客様サポート室」等の

新設により、復興支援や被災者からの各種ご相談にきめ細かに対応できる体制

を構築できたものと評価しております。 

今後も引き続き、お客様からのご相談・ご要望事項等に適切かつ迅速に対応

し、幅広い金融商品・金融サービスを提供できる体制を維持・強化するととも

に、必要に応じて外部機関等の専門的な知見、ノウハウおよび機能を積極的に

活用し、お客様の経営改善、事業再生および生活再建等の取組みを積極的に支

援してまいります。 

 

■移動相談会の状況 

開催場所 開始年月 受付時間 
開催 

頻度 

受付

人員 
業務内容 

福島市 

南矢野目仮設住宅 

平成25年 

5月 

9：00 

 ～12：00 
週 1回 2名 

1.相談業務 

・既往貸付の返

済、条件変更、

新規貸付 

・各種相談 

 

2.事務関連業務 

・預金の取次ぎ 

・通帳・カード

等の再発行 

・その他 

二本松市 

安達運動場仮設住宅 

平成25年 

5月 

9：00 

 ～12：00 
週 1回 2名 

郡山市 

富田町仮設住宅 

平成23年 

4月 

10：00 

 ～14：00 
週 1回 2名 

郡山市 

南 1丁目仮設住宅 

平成25年 

2月 

10：00 

 ～12：00 
月 2回 2名 

郡山市 

復興公営住宅富田団地 

平成27年 

9月 

13：30 

 ～15：30 
月 2回 2名 

郡山市 

復興公営住宅八山田団地 

平成27年 

9月 

13：30 

 ～15：30 
月 2回 2名 

大玉村 

安達太良仮設住宅 

平成23年 

7月 

10：00 

 ～12：00 
月 2回 2名 

※平成 28年 3月末現在 
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b．営業店体制の再構築 

 当金庫においても、震災による甚大な被害を受け、震災直後には 11 店舗 2

出張所が営業休止を余儀なくされましたが、営業エリア内に所在する他の金融

機関に先駆けていち早く営業を開始しました。 

 また、いわき市や宮城県に避難しているお客様の利便性向上および円滑な信

用供与等を図るため、平成 24 年 3 月に「いわき支店」(同年 11 月に自由ヶ丘

に新築移転)および「亘理支店」を開設するとともに、震災後に営業を休止し

ていた小高支店を平成 25年 3月に再開しました。 

 この結果、平成 28 年 3 月末現在における当金庫の営業店体制は、15 店舗 2

出張所ですが、通常営業中の営業店は 10 店舗 2 出張所、営業休止中の営業店

は 5店舗となっております。 

 なお、平成 28 年 7 月には、南相馬市小高区の避難指示解除が予定されてお

りますが、当金庫は金融サービス等の面から住民の帰還を促すため、平成 25

年 3月に小高支店の営業をいち早く再開し、帰還する住民を出迎える準備をし

ております。 

 また、浪江町および富岡町は、平成 29 年 3 月までに帰還困難区域を除いた

避難指示区域の避難指示解除が予定されており、当金庫が先頭に立って、住民

の帰還を促すため、平成 28年 7月に浪江支店の営業再開を予定しております。

なお、今後、富岡支店の営業再開についても検討してまいります。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、震災により休止していた営

業店を順次再開し、被災したお客様の利便性向上等に貢献できたものと評価し

ております。 

今後も引き続き、地域の復興・創生を果たすうえで、お客様との重要な接点

のひとつである営業店の体制を再構築するとともに、地域密着型金融を推進す

るため、信用金庫の強みである face to face による日々の営業活動等を通じ

て、個々のお客様に応じたきめ細かな対応を図ってまいります。 
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■当金庫の店舗配置(平成 28年 3月末現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．コンサルティング機能等を発揮できる人材の育成 

 当金庫は、地域の復興・創生を果たすためには、地域やお客様が抱える課題

を的確に認識し、適切な方法等により解決できる人材を育成することが必要で

あると考えております。 

 具体的には、お客様の経営改善、事業再生および生活再建等の取組みを支援

することができるコンサルティング機能の発揮や目利き力の向上に向けた人

材の育成を図るため、外部機関が主催する研修やセミナー等に積極的に職員を

派遣するとともに、経営改善・事業再生等をテーマとした庫内研修、庫内トレ

ーニー制度の実施、営業店におけるＯＪＴの推進、審査管理部等による営業店

への臨店指導およびファイナンシャルプランナーや中小企業診断士等の各種

公的資格の取得を奨励しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、外部研修等への積極的な職員派遣および継続的

【営業休止店舗】 

（5店舗） 

  ②富岡支店 

  ④浪江支店 

 ⑪双葉支店 

 ⑫夜の森支店 

 ⑬大熊支店 

     【通常営業店舗】 

    （10店舗 2出張所） 

  ➊本部      ⑨新地支店 

  ①本店営業部   ⑩久之浜支店 

  ③小高支店    ⑭亘理支店 

  ⑤相馬支店    ⑮いわき支店 

  ⑥広野支店    ⑯東支店北原出張所 

  ⑦東支店     ⑰本店営業部南出張所 

  ⑧飯舘支店 
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な研修実施等による職員の能力向上に努め、コンサルティング機能を発揮等す

るために必要な専門的なスキル・ノウハウを持った人材を育成、強化してまい

ります。 

  

 (ﾛ) 地域の復興に向けた取組みの推進 

a．復興支援関連融資商品等の提供・推進 

 当金庫は、震災直後から、プロパー融資商品の拡充を図るとともに、信用保

証協会の制度融資等、外部機関とも連携を図りながら、事業性ローン、住宅ロ

ーンおよび消費者ローン等のお客様のニーズに応じた融資商品を提供し、地域

の復旧・復興に向けた資金需要に積極的に対応してまいりました。 

 当金庫は、今後も引き続き、復興・創生の各段階におけるお客様の多様な資

金ニーズ等に適切に対応するため、外部機関との連携も図りながら、既存商品

の見直しや新商品の開発・提供等、円滑な資金供給に努めてまいります。 

 また、当金庫は、地域の復興・創生に向けて、ＮＰＯ法人プラネットファイ

ナンスジャパンや（公財）日本財団と連携した利子補給型融資商品の提供およ

び（公財）三菱商事復興支援財団の資本支援を活用してまいります。 

 なお、信金中央金庫と信金キャピタル㈱との共同出資による中小企業向け創

業・育成＆成長支援ファンド「しんきんの翼」の活用についても検討してまい

ります。 

 さらに、震災により被災した複数の中小企業等グループの施設や設備の復

旧・整備等に係る費用に対して、国と福島県が補助する「中小企業等グループ

施設等復旧整備補助事業」が実施されておりますが、当金庫は、お客様に本事

業の活用を積極的に案内・説明するとともに、活用の相談があった場合には、

復興事業計画等申請関係書類の作成や福島県の担当部署への同行訪問による

申請手続き等、支援を行っております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、復興支援関連融資商品の提

供により、お取引先の資金需要に積極的に対応し、地域の復旧・復興および事

業者の成長・育成に一定の貢献ができたものと評価しております。 

今後も引き続き、お客様の資金需要に積極的に対応するため、本事業の活用

を促進するとともに、補助金申請等に係る支援や補助金決定後の必要な資金繰

り資金等についても支援してまいります。 

 

b．販路開拓・拡大等支援の取組み 

 当金庫は、お取引先の新たな販路や仕入先の開拓・拡大および事業の拡大等

を支援するための取組みとして、信用金庫業界および信金中央金庫の全国ネッ

トワークを活用して開催されるビジネスフェアや個別商談会等への出展機会

をお取引先に紹介・提供しております。 
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 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、ビジネスフェア等への出展

機会の提供を通じ、お取引先の販路開拓・拡大に一定の効果を上げているもの

と評価しております。 

今後も引き続き、お取引先のビジネスチャンスの創出および地域経済の活性

化への貢献が期待できるため、信用金庫業界のネットワークやインターネット

等を活用したビジネスマッチング等による販路開拓・拡大等支援の取組みを積

極的に推進してまいります。 

 

c．創業・新事業開拓支援の取組み 

 当金庫は、営業店と業務推進部および審査管理部が連携し、新規創業や新た

な事業分野の開拓を目指す事業者に対して、経営相談、指導・助言、セミナー

の開催および経営情報の提供等、事業者が抱える悩みや課題等を解決するため

の支援の取組みを積極的に行っております。 

 この取組みの実効性を高めるため、㈱日本政策金融公庫、信用保証協会およ

びＴＫＣ全国会等の外部機関との連携強化を図っており、外部機関の専門的な

知見、ノウハウおよび機能を積極的に活用しております。 

 また、当金庫は、信金中央金庫が中小企業のライフステージに応じたコンサ

ルティング機能の発揮が期待される信用金庫の取組みをサポートするため信

金キャピタル㈱との共同出資により設立した中小企業向け創業・育成＆成長支

援ファンド「しんきんの翼」を活用した支援を検討してまいります。当ファン

ドは、「創業・育成」や「成長（あるいは成長分野）」のステージにある信用金

庫取引先の中小企業に対して、資本または資本性資金を直接供給することを目

的として、平成 26年 6月より運営を開始しております。 

 さらに、当金庫は、平成 28 年 3 月に米国「メットライフ財団」および国内

ＮＰＯ「プラネットファイナンスジャパン」と共同で、「メットライフ復興事

業みらい基金」を創設しました。当基金は、福島県で意欲的に事業展開に取り

組む起業家・事業主に対する助成を通じて地域の復興を支援することを目的と

して、「新規事業創出のための助成金の提供」、「事業展開支援のための助成金

の提供」および「一定期間の利子補給による支払負担軽減を図る復興融資商品

の提供」の 3 つの事業に取り組んでおります。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、外部機関やファンドの活用

等を通じ、お取引先の創業・新事業開拓に一定の効果を上げているものと評価

しております。 

今後も引き続き、地域における雇用機会の創出および地域経済の活性化への

貢献が期待できるため、外部機関との連携・協力関係を構築し、新規事業の立

上げ時等に必要となる資金需要に積極的に対応する等、創業等に対する支援機

能を強化してまいります。 
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d．経営改善支援の取組み 

 当金庫は、営業店長を経営支援責任者とする営業店と審査管理部経営支援課

が連携し、経営改善が必要であると判断したお取引先に対して、定期的な営業

活動等を通じて経営実態を把握するとともに、経営改善に向けた継続的な指

導・助言等を行っております。 

 また、経営改善支援先の業務・財務内容および経営課題等を的確かつ詳細に

分析したうえで、必要に応じて「経営改善計画」の策定を支援するとともに、

計画策定後については改善状況の進捗等を踏まえて、資金繰り支援や貸付条件

の変更等を実施する等、計画達成に向けたサポート活動を行っております。 

 なお、当金庫は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のた

めの中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」

にもとづく経営革新等支援機関（中小企業が抱える経営課題に対して、事業計

画策定支援等の専門性の高い支援を行うため、税務、金融および企業の財務に

関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定

の経験年数を持っている機関）として、平成 25 年 2 月、国の認定を受けてお

ります。 

 また、中小企業再生支援協議会および（独）中小企業基盤整備機構等の外部

機関や税理士等の外部専門家との連携強化を図っており、外部機関等の専門的

な知見、ノウハウおよび機能を積極的に活用しております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、外部機関の活用による経営

改善計画の策定支援や定期的なモニタリングの実施等を通じ、お取引先の経営

改善に一定の効果を上げているものと評価しております。 

今後も引き続き、経営改善支援先の的確な実態把握に努めるとともに、外部

機関等との連携も図りながら、適切な指導・助言および経営課題等解決のため

の最適な施策の提案を行う等、コンサルティング機能を十分に発揮してまいり

ます。また、当金庫は、このような活動を通じて、お取引先に自らの経営の目

標や課題を正確かつ十分に認識していただいて主体的な行動を促すとともに、

支援先の経営改善および成長に向けた取組みを最大限支援してまいります。 

 

e．事業再生支援の取組み 

 当金庫は、中小企業再生支援協議会、産業復興機構および福島相双復興官民

合同チーム等の外部機関の活用や弁護士等の外部専門家との連携を図りなが

ら、被災した事業者および個人のお客様の再生・再建に向けた支援に取り組ん

でおります。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、外部機関やファンドの活用

等を通じ、お取引先の早期の事業再生・再建に一定の貢献ができたものと評価

しております。 
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今後も引き続き、個々の被災者の実情を踏まえ、必要に応じて以下の対応を

行ってまいります。 

(a) 中小企業再生支援協議会の活用 

 当金庫は、被災した事業者の事業再生にあたり、中小企業再生支援協議会

と連携し、債権放棄や私的整理、会社分割などの処理手法も視野に入れなが

ら、実現可能性の高い抜本的な事業再生計画の策定支援を実施しております。 

 平成 28 年 3 月末現在における活用実績は、福島県中小企業再生支援協議

会 3件、宮城県中小企業再生支援協議会 1件となっております。 

 

(b) ＤＤＳ等による金融支援 

 当金庫は、お取引先の財務体質の改善を図ることにより、事業再生の実現

可能性が高いと判断できる場合、既存の借入金を資本性借入金（劣後ローン）

としてみなせるＤＤＳや株式に振り替えるＤＥＳによる金融支援が有効な

手段であると考えており、今後、これらの取扱いも検討してまいります。 

 

(c) 産業復興機構等の活用 

 当金庫は、震災の影響により経営に支障が生じ収益力に比して過大な債務

を負っているものの、既往債権の買取り等により再生の可能性があると見込

まれる事業者については、福島産業復興機構および宮城産業復興機構を活用

しております。 

 また、当金庫は、旧債務の整理または新事業開拓を通じて、事業の再生を

目指す事業者については、㈱東日本大震災事業者再生支援機構を活用してお

ります。 

 なお、当金庫は、事業再生等に豊富な支援実績を有する㈱地域経済活性化

支援機構の活用についても、今後、必要に応じて検討してまいります。 

 平成 28年 3月末現在における活用実績は、福島産業復興機構の買取実績 3

件、宮城産業復興機構の買取実績 2件、㈱東日本大震災事業者再生支援機構

の買取実績 5件となっております。 

 

(d) 福島相双復興官民合同チームと連携した事業再開支援等 

 当金庫は、平成 27 年 8 月、福島第一原発事故に伴い避難指示等の対象地

域となった福島県内 12 市町村において、当時事業を営まれていた事業者の

事業・生業・生活の再建等を支援するために設立された福島相双復興官民合

同チームに、コンサルタント人材として当金庫ＯＢを派遣しております。 

今後、当チームと連携して、事業再開や販路開拓等に係る支援に取り組ん

でいくこととしております。 
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(e) 事業再生支援ファンドの活用 

 当金庫は、被災地域で事業再生に取り組む事業者を支援することを目的と

して信金中央金庫が設立した復興支援ファンド「しんきんの絆」を活用した

支援を実施しております。 

 平成 28年 3月末現在における活用実績は、2件となっております。 

 

(f) 個人版私的整理ガイドラインにもとづく債務整理に係る対応 

 平成 23 年 8 月から、個人債務者の自助努力による生活や事業の再建を支

援するための指針「個人版私的整理ガイドライン」にもとづく債務整理の申

請が開始されておりますが、当金庫では、渉外担当者等の訪問等による説明、

全営業店にポスターの掲示やパンフレットの備置きおよび「二重ローン解消

説明会」の開催等により、本ガイドラインの周知を図るとともに、本ガイド

ラインにもとづく申出があった場合には、個人版私的整理ガイドライン運営

委員会や弁護士とも連携しながら、適切に対応しております。 

 平成 28 年 3 月末現在、当金庫は、津波による被災者から 2 件の申出を受

け付け、2件とも弁済計画案に同意し、債務整理を円滑に実施しております。 

 なお、福島第一原発事故に伴い設定された旧警戒区域等内のお客様につい

ては、東京電力の賠償金支払終期が確定した後に対応する取扱いとなってい

るため、本ガイドラインにもとづく債務整理が進まない状況にあります。 

 

f．事業承継支援の取組み 

 当金庫は、少子・高齢化の進行に伴い、経営者が悩みを抱える事業承継に関

する相談に対して、営業店および本部が一体となって対応するとともに、必要

に応じて外部機関との連携も図りながら、問題解決に向けた支援の取組みを積

極的に行っております。 

 なお、Ｍ＆Ａによる事業承継支援については、当金庫、信金キャピタル㈱お

よび㈱日本Ｍ＆Ａセンターの 3者間において、平成 24年 4月、「Ｍ＆Ａ業務協

定」を締結しており、外部機関の専門的な知見、ノウハウおよび機能を有効に

活用しております。 

 また、当金庫お取引先の次世代を担う若手経営者の顧客組織「あぶくま元気

塾」を平成 15年 11月に立ち上げており、これまで講演会・セミナーの開催や

視察研修の実施等、後継者の育成にも積極的に取り組んでおります。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、営業店および本部関係各部

との連携や外部機関の活用等を通じ、お取引先の事業承継に一定の貢献ができ

たものと評価しております。 

今後も引き続き、お取引先の事業承継に関する潜在的なニーズの発掘に努め

るとともに、適切な指導・助言および問題解決のための最適な施策の提案を行
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う等、事業承継に対する支援機能を強化してまいります。 

 

g．地方創生に向けた支援の取組み 

 平成 26 年 12 月に政府が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を受けて、各地方公共団体は独自に地域の特性・実情等を踏まえた「地方版総

合戦略」を策定することとなりました。 

当金庫は、地域金融機関に期待される役割を十分に発揮し、地方創生に向け

た取組みに積極的に関与するため、平成 27 年 7 月、総合企画部担当役員を部

会長、本部の部課長を構成員とする「地方創生推進部会」を設置しており、地

方版総合戦略の策定および戦略に掲げる具体的な施策の円滑な実施等に係る

支援を行ってまいります。 

 また、平成 27 年 5 月より「南相馬市まち・ひと・しごと創生有識者会議」、

同年 8月より「新地町総合計画審議会」、同年 11月より「広野町まち・ひと・

しごと創生総合戦略専門家委員会」および「亘理町まち・ひと・しごと創生総

合戦略委員会」に参画し、定期的に協議を行う等、地方公共団体および地域関

係者等との連携を図り、地方創生に向けた取組みに積極的に関与しております。 

なお、平成 28 年 3 月末現在、南相馬市、相馬市、新地町、浪江町および亘

理町（宮城県亘理郡）と地域経済の振興等を目的とした地域密着総合連携協定

を締結しております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、地方公共団体の委員会への

参画や地域密着総合連携協定の締結等を通じ、地域の復興・創生および地域経

済の活性化に一定の貢献ができたものと評価しております。 

今後も引き続き、経営理念および基本方針にもとづき、金融仲介機能を十分

に発揮するとともに、地方公共団体のほか商工会議所、大学およびＮＰＯ法人

等の地域関係者との連携を図りながら、地方創生に向けた取組みを積極的に推

進してまいります。 

 

（４）その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策 

イ．創業または新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

(ｲ) 外部機関との連携による支援 

 当金庫は、営業店と業務推進部および審査管理部が連携し、新規創業や新たな

事業分野の開拓を目指す事業者に対して、経営相談、指導・助言、セミナーの開

催および経営情報の提供等、事業者が抱える悩みや課題等を解決するための支援

の取組みを積極的に行っております。 

 この取組みの実効性を高めるため、㈱日本政策金融公庫、信用保証協会および

ＴＫＣ全国会等の外部機関との連携強化を図っており、外部機関の専門的な知見、

ノウハウおよび機能を積極的に活用しております。 
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 当金庫は、今後も引き続き、地域における雇用機会の創出および地域経済の活

性化への貢献が期待できるため、外部機関との連携・協力関係を構築し、創業や

新事業開拓に対する支援機能を強化してまいります。 

 

(ﾛ) 創業等事業者向け商品の提供 

 当金庫は、新規創業等を目指す事業者に対する資金供給手段として、信用保証

協会等の公的機関における各種制度融資および保証制度を紹介・提案し、積極的

に活用しておりますが、公的機関の融資制度等に定める一定要件を満たさない場

合や上限金額を超える場合に対応するため、プロパーの融資商品「あぶくまサポ

ートⅢ」を提供しており、平成 28 年 3 月末現在の取扱残高は 3 件 2 百万円とな

っております。 

 また、平成 25 年 3 月から平成 26 年 9 月までの期間限定商品として、「あぶく

ま『まちづくり応援資金』」を提供し、14件 170百万円の取扱実績がありました。 

 さらに、平成 25年 12月より(公財)日本財団「わがまち基金」プロジェクトと

連携して取扱いを開始した利子補給型融資商品「あぶくま『わがまち基金』」も

「被災地で新たな事業を開始する事業者」を対象に資金供給を行っております。 

 加えて、平成 28 年 3 月に米国「メットライフ財団」および日本ＮＰＯ「プラ

ネットファイナンスジャパン」と共同で創設した「メットライフ復興事業みらい

基金」が復興支援プログラムの 1つとして取り扱っている“一定期間の利子補給

による支払負担軽減を図る復興融資商品”も「被災地で新たな事業を開始する事

業者」を対象に創業をサポートしております。 

 当金庫は、今後も引き続き、新規事業の立上げ時等に必要となる資金需要に積

極的に対応するとともに、新たな融資商品等の開発・提供も検討してまいります。 

 

(ﾊ) 創業支援ファンドおよび助成金の活用による支援 

 当金庫は、信金中央金庫が中小企業のライフステージに応じたコンサルティン

グ機能の発揮が期待される信用金庫の取組みをサポートするため信金キャピタ

ル㈱との共同出資により設立した中小企業向け創業・育成＆成長支援ファンド

「しんきんの翼」を活用した支援を検討してまいります。 

 なお、当ファンドは、「創業・育成」や「成長（あるいは成長分野）」のステー

ジにある信用金庫取引先の中小企業に対して、資本または資本性資金を直接供給

することを目的として、平成 26年 6月より運営が開始されております。 

 また、当金庫は、平成 24年 10月に米国ＮＧＯ「メーシーコープ」および国内

ＮＰＯ「プラネットファイナンスジャパン」と共同で、「南相馬復興トモダチ基

金」を創設し、南相馬市において新規に起業する事業者への助成事業を開始いた

しました。平成 27 年 3 月をもって新規募集を終了しておりますが、助成実績は

21件 30,750千円となっております。 
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 さらに、当金庫は、平成 28 年 3 月に米国「メットライフ財団」および国内Ｎ

ＰＯ「プラネットファイナンスジャパン」と共同で創設した、「メットライフ復

興事業みらい基金」の復興支援プログラムの 1つとして、福島県において新規に

起業する事業者への助成事業を開始いたしました。 

 

ロ．経営に関する相談その他の取引先の企業（個人事業者を含む。）に対する支援に

係る機能の強化のための方策 

(ｲ) 販路開拓・拡大等に係る支援 

 当金庫は、お取引先の新たな販路や仕入先の開拓・拡大および事業の拡大等を

支援するための取組みとして、信用金庫業界および信金中央金庫の全国ネットワ

ークを活用して開催されるビジネスフェアや個別商談会等への出展機会をお取

引先に紹介・提供しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、お取引先のビジネスチャンスの創出および地域経

済の活性化への貢献が期待できるため、信用金庫業界のネットワーク等を活用し

たビジネスマッチング等による販路開拓・拡大等支援の取組みを積極的に推進し

てまいります。 

 

(ﾛ) 経営改善に係る支援 

 当金庫は、営業店長を経営支援責任者とする営業店と審査管理部経営支援課が

連携し、経営改善が必要であると判断したお取引先に対して、定期的な営業活動

等を通じて経営実態を把握するとともに、経営改善に向けた継続的な指導・助言

等を行っております。 

 また、経営改善支援先の業務・財務内容および経営課題等を的確かつ詳細に分

析したうえで、必要に応じて「経営改善計画」の策定を支援するとともに、計画

策定後については改善状況の進捗等を踏まえて、資金繰り支援や貸付条件の変更

等を実施する等、計画達成に向けたサポート活動を行っております。 

 なお、当金庫は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のため

の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」にも

とづく経営革新等支援機関として、平成 25年 2月、国の認定を受けております。 

 また、中小企業再生支援協議会および（独）中小企業基盤整備機構等の外部機

関や税理士等の外部専門家との連携強化を図っており、外部機関等の専門的な知

見、ノウハウおよび機能を積極的に活用しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、経営改善支援先の的確な実態把握に努めるととも

に、外部機関等との連携も図りながら、適切な指導・助言および経営課題等解決

のための最適な施策の提案を行う等、コンサルティング機能を十分に発揮してま

いります。また、当金庫は、このような活動を通じて、お取引先に自らの経営の

目標や課題を正確かつ十分に認識していただいて主体的な行動を促すとともに、
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支援先の経営改善および成長に向けた取組みを最大限支援してまいります。 

 

(ﾊ) コンサルティング機能を発揮等できる人材の育成 

 当金庫は、コンサルティング機能の発揮や目利き力の向上に向けた人材の育成

を図るため、外部機関が主催する研修やセミナー等に積極的に職員を派遣すると

ともに、経営改善・事業再生等をテーマとした庫内研修、庫内トレーニー制度の

実施、営業店におけるＯＪＴの推進、審査管理部等による営業店への臨店指導お

よびファイナンシャルプランナーや中小企業診断士等の各種公的資格の取得を

奨励しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、外部研修等への積極的な職員派遣および継続的な

研修実施等による職員の能力向上に努め、コンサルティング機能を発揮等するた

めに必要な専門的なスキル・ノウハウを持った人材を育成、強化してまいります。 

 

ハ．早期の事業再生に資する方策 

(ｲ) 外部機関との連携等による取組み 

 当金庫は、営業店と審査管理部経営支援課が連携し、抜本的な事業再生により

経営の改善が見込まれると判断したお取引先に対して、事業再生に向けた具体的

な方針の検討、最適な再生方法の選択および提案等を行っております。 

 具体的には、中小企業再生支援協議会や他金融機関との連携による再生支援、

産業復興機構および㈱東日本大震災事業者再生支援機構等を活用した再生支援

に取り組んでおります。また、外部機関を活用した再生支援後においても、必要

に応じて連携先と協力しながら、支援先の業況や経営改善の進捗状況等について

モニタリングを継続するとともに、適切な指導・助言等を行っております。 

 また、当金庫は、事業再生等に豊富な支援実績を有する㈱地域経済活性化支援

機構の活用についても、今後、必要に応じて検討してまいります。 

 なお、平成 28 年 3 月末現在における外部機関の活用実績は、福島県中小企業

再生支援協議会 3 件、宮城県中小企業再生支援協議会 1件、福島産業復興機構 3

件、宮城産業復興機構 2件および㈱東日本大震災事業者再生支援機構 5件となっ

ております。 

 当金庫は、今後も引き続き、地域における雇用維持および地域経済の活性化へ

の貢献が期待できるため、外部機関等との連携・協力関係を構築し、財務等の抜

本的な見直しによる早期の事業再生に向けた取組みを推進してまいります。 

 

(ﾛ) 事業再生支援ファンドの活用 

 当金庫は、被災地域で事業再生に取り組む事業者を支援することを目的として

信金中央金庫が設立した復興支援ファンド「しんきんの絆」を活用した支援を実

施しており、平成 28年 3月末現在における活用実績は、2件となっております。 
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 当金庫は、今後も引き続き、事業再生の必要なお取引先に対して、ファンドの

活用による支援も検討してまいります。 

 

(ﾊ) ＤＤＳ等による金融支援 

 当金庫は、お取引先の財務体質の改善を図ることにより、事業再生の実現可能

性が高いと判断できる場合、既存の借入金を資本性借入金（劣後ローン）として

みなせるＤＤＳや株式に振り替えるＤＥＳによる金融支援が有効な手段である

と考えており、今後、これらの取扱いも検討してまいります。 

 

ニ．事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

(ｲ) 事業承継に対する支援 

 当金庫は、少子・高齢化の進行に伴い、経営者が悩みを抱える事業承継に関す

る相談に対して、営業店および本部が一体となって対応するとともに、必要に応

じて外部機関との連携も図りながら、問題解決に向けた支援の取組みを積極的に

行っております。 

 なお、Ｍ＆Ａによる事業承継支援については、当金庫、信金キャピタル㈱およ

び㈱日本Ｍ＆Ａセンターの 3 者間において、平成 24 年 4 月、「Ｍ＆Ａ業務協定」

を締結しており、外部機関の専門的な知見、ノウハウおよび機能を有効に活用し

ております。 

 また、当金庫お取引先の次世代を担う若手経営者の顧客組織「あぶくま元気塾」

を平成 15年 11月に立ち上げており、これまで講演会・セミナーの開催や視察研

修の実施等、後継者の育成にも積極的に取り組んでおります。 

 当金庫は、今後も引き続き、お取引先の事業承継に関する潜在的なニーズの発

掘に努めるとともに、適切な指導・助言および問題解決のための最適な施策の提

案を行う等、事業承継に対する支援機能を強化してまいります。 

 

(ﾛ) 相続等に関する相談対応 

 当金庫は、事業承継等に伴う相続に関する相談について、お取引先に対する営

業活動等を通じて、または営業店窓口や各種相談会で受け付けており、必要に応

じて税理士等の外部専門家を紹介しております。 

 また、お取引先からの自主廃業等に関する相談については、当金庫が慎重かつ

十分に検討したうえで、事業の持続可能性が見込まれないと判断した場合、必要

に応じて弁護士等の外部専門家との連携を図りながら、円滑な債務整理等に向け

た支援を行っております。 

 当金庫は、今後も引き続き、お取引先の良き相談相手として、要望事項やニー

ズを把握・理解するとともに、適切な指導・助言および要望等に応えるための最

適な施策の提案を行う等、各種相談に対する支援機能を強化してまいります。 
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６．信金中央金庫による優先出資の引受けに係る事項 

 信金中央金庫が引き受けている優先出資の内容は、次のとおりです。 

種類 社債型非累積的永久優先出資 

申込期日（払込日） 平成 24年 2月 20日（月）  

発行価額 

非資本組入額 

1口につき 10,000 円（額面金額 1口 100円） 

1口につき 5,000 円 

発行総額 20,000百万円 

発行口数 2,000,000口 

配当率 

（発行価額に対す

る年配当率） 

預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率

としての資金調達コスト 

ただし、日本円 TIBOR（12ヶ月物）または 8％のうちいずれか

低い方を上限とする。 

累積条項 非累積 

参加条項 非参加 

残余財産の分配 残余財産の分配は、定款に定める方法に従い、次に掲げる順

序によりこれを行うものとする。 

イ 優先出資者に対して、優先出資の額面金額に発行済優

先出資の総口数を乗じて得た額をその有する口数に応じ

て分配する。 

ロ 優先出資者に対して、優先出資の払込金額から額面金

額を控除した金額に発行済優先出資の総口数を乗じて得

た額を分配する（当該優先出資の払込金額が額面金額を

超える場合に限る。）。 

ハ 前イおよびロの分配を行った後、なお残余があるとき

は、払込済普通出資の口数に応じて按分して会員に分配

する。 

ニ 残余財産の額が前イおよびロの規定により算定された

優先出資者に対する分配額に満たないときは、優先出資

者に対して、当該残余財産の額をその有する口数に応じ

て分配する。 

 

 

７．剰余金の処分の方針 

当金庫は、地域のお客様から出資を受け入れ事業を行う協同組織金融機関として、

これまで事業によって生じた剰余金については、内部留保の充実に努めるとともに、

普通出資への安定的な配当を維持することを基本方針としております。 
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当金庫は、経営強化計画に掲げる各種施策を着実に実施することにより、地域の復

興・創生および地域経済の活性化を通じ、収益確保に努めてまいります。 

また、今後、優先出資については所定の配当を行うとともに、普通出資については

安定的な配当を実施できるよう、引き続き内部留保の蓄積に努め、優先出資の返済を

目指してまいりたいと考えております。 

 

 

８．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

（１）経営管理に係る体制および今後の方針 

 当金庫は、経営上の重要事項に関する意思決定機関として「理事会」を設置する

とともに、理事会において決定した経営方針にもとづく具体的な業務執行に関する

重要事項の協議・決定やその進捗の管理を行う機関として「常務会」を設置してお

ります。 

 また、当金庫は、業務の有効性および効率性、財務報告の信頼性を高めること、

および事業活動に関わる法令等の遵守、資産保全の目的を達成するため、「内部統

制基本方針」を定め、業務の健全性および適切性を確保するための体制の整備と実

効性の確保に努めております。当金庫は、この方針等に則り、「法令等遵守基本方

針」、「顧客保護等管理方針」および「統合的リスク管理方針」等の経営に係る基本

方針や各種規程・要領等を定め、これらの方針等を全役職員に対して周知徹底する

とともに、継続的な見直しを行う等、内部統制システムの整備を図っております。 

 さらに、当金庫は、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢力に

対し毅然とした態度で臨み、確固たる信念をもってこれを排除し、その関係遮断を

徹底することにより、公共の信頼を維持し、業務の健全性および適切性の確保に努

めております。 

 なお、経営強化計画に掲げた各種施策等の取組みについては、役職員一丸となっ

て推進していくとともに、定期的に部店課長会議、常務会および理事会において進

捗状況の管理を徹底しており、施策の取組みが十分でないと認められる場合には、

担当部門に対して、要因分析および具体的な対応策の検討・企画立案を指示してお

ります。 

 当金庫は、今後も引き続き、基本方針等にもとづく適切な経営管理体制を維持・

強化するとともに、実効性の確保に努めてまいります。 
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■経営管理態勢組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業務執行に対する監査または監督の体制および今後の方針 

 当金庫は、監事監査および監査部における監査により、業務執行に対する監査を

行い、経営の健全性の維持・向上に努めております。 

 監事については、常勤監事に加え、信用金庫法にもとづき員外監事を選任してお

ります。監事は、重要な意思決定の過程および業務執行状況を把握するため、理事

会、常務会およびその他の重要な委員会に出席するほか、重要な稟議書その他業務

執行に関する重要な書類を閲覧し、理事または職員に対し、必要に応じて説明を求

めることとしております。 

 また、監事は、当金庫の内部監査部署である監査部と連携し、当金庫の業務執行

の適切性を検証するとともに、監事監査を踏まえ、理事会に検証結果を報告してお

ります。 

 監査部については、内部監査の公平性および客観性を確保するため、業務執行部
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門から完全に独立した理事長直轄の部署とし、事業年度毎に策定する「監査計画書」

にもとづき、本部および営業店の内部管理態勢、法令等遵守態勢、顧客保護等管理

態勢およびリスク管理態勢等を監査し、その適切性および有効性を検証・評価して

おります。 

 なお、監査部は、内部監査の結果を「監査報告書」として取りまとめたうえで、

遅滞なく理事長に報告しております。被監査部門に対しては「監査結果通知書」

を通知し、不備および改善が必要な事項については是正を指示する等、業務の改

善指導を行うとともに、その改善状況の確認を行っております。 

 さらに、会計監査人による外部監査は、九段監査法人と監査契約を締結してお

り、厳正な監査を受け会計処理の適正化等に努めております。 

 当金庫は、今後も引き続き、適切な業務執行に対する監査または監督の体制を

維持・強化するとともに、実効性の確保に努めてまいります。 

 

（３）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）および市場リスクの管理を

含む各種のリスク管理の状況ならびに今後の方針 

 当金庫は、リスク管理を経営の最重要課題として位置づけており、リスク管理に

係る基本方針や各種規程・要領等を整備するとともに、様々なリスクを一元的に把

握・分析・管理し、的確に対応できる管理態勢の構築を図るため、統合的なリスク

管理の統括部署としてリスク管理委員会を設置し、経営の健全性の維持・向上およ

び適正な収益の確保に努めております。 

 当金庫は、今後も引き続き、各種研修・勉強会等を通じて全役職員のリスク管理

に対する高い意識を醸成し、適切なリスク管理体制を維持・強化するとともに、実

効性の確保に努めてまいります。 

イ．信用リスク管理 

 当金庫は、「信用リスク管理方針」および信用リスク管理に係る各種規程等を定

め、資産の健全性確保のための基本的な方針、リスク管理体制、リスクの所在、リ

スクの種類・特性、リスクの評価、モニタリングおよびコントロール等の管理に係

る手法を明確にするとともに、信用リスク管理の重要性を十分に理解し、適正かつ

厳格な管理を行っております。 

 また、役職員が与信取引を行うにあたって遵守しなければならない基本的な考え

方を「クレジットポリシー」に定め、健全な倫理観にもとづいた行動および判断を

行うよう周知徹底を図っております。 

 信用リスク管理に係る組織体制については、審査管理部を主管部署と定め、営業

推進部門からの独立性を確保し、牽制機能を発揮できる管理態勢とするため、審査

管理部内に個別案件の適切な審査・管理等を行う「審査部門」、信用格付等を用い

た信用リスクの評価・計測や業種別等与信ポートフォリオの状況の把握・管理を行

う「与信管理部門」および問題債権の管理・回収等を行う「問題債権管理部門」を
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設置し、各部門が各々の方針等にもとづいた業務運営を行っており、信用リスク管

理の実効性を確保しております。 

 また、大口与信先および反復・継続的に与信が発生する先については、予めクレ

ジット・リミットを設定する等の対応を図っておりますが、当金庫の経営に大きな

影響を及ぼす可能性のある大口与信先等については、信用状況や財務状況について

継続的にモニタリングを行う等、個別に管理しております。 

 また、当金庫は、信用リスクを的確に評価・計測するため、業務の規模・特性お

よびリスク・プロファイルに照らして適切な信用格付制度を整備しております。な

お、個人事業者など信用格付を付与していない先については、財務面および代表者

の資質等定性的な要因を十分に踏まえ、与信管理を行っております。 

 

ロ．市場リスク管理 

 当金庫は、「市場リスク管理方針」および市場リスク管理に係る各種規程等を定

め、市場リスク管理に関する基本方針、リスク管理体制、リスクの所在、リスクの

種類・特性、リスクの評価、モニタリングおよびコントロール等の管理に係る手法

を明確にするとともに、市場リスク管理の重要性を十分に理解し、適正かつ厳格な

管理を行っております。 

 市場リスク管理に係る組織体制については、総合企画部を主管部署と定め、牽制

機能を発揮できる管理態勢とするため、「市場部門」（フロントオフィス）、「リスク

管理部門」（ミドルオフィス）および「事務管理部門」(バックオフィス）を分離す

るとともに、統合的なリスク管理の統括部署であるリスク管理委員会において、市

場リスクの状況を定期的にモニタリングする等、市場リスク管理の実効性を確保し

ております。 

 総合企画部は、市場リスク管理に係る各種規程等にもとづいて、市場リスク量を

VaR（バリュー・アット・リスク）等の手法を用いて計測・分析するとともに、リ

スク量を一定の範囲内にコントロールするために設定した限度枠の使用状況等を

定期的にモニタリングしております。市場リスクの限度枠については、自己資本や

収益力等を勘案し、取扱う業務やリスク・カテゴリー毎に、それぞれに見合った適

切な限度枠を設定するとともに、定期的にまたは必要に応じて限度枠の設定方法お

よび設定枠を見直しております。 

 なお、限度枠を超過した場合には、速やかにポジション、リスク等の削減等の是

非について意思決定できる情報を常務会等に報告するとともに、対応策を協議でき

る態勢を整備しております。 

 

ハ．流動性リスク管理 

 当金庫は、「流動性リスク管理方針」および「流動性リスクマニュアル」を定め、

流動性リスク管理に関する基本方針、リスク管理体制、リスクの所在、リスクの種
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類・特性、リスクの評価、モニタリングおよびコントロール等の管理に係る手法を

明確にするとともに、流動性リスク管理の重要性を十分に理解し、適正かつ厳格な

管理を行っております。 

 流動性リスク管理に係る組織体制については、事務部を主管部署と定め、「資金

繰り管理部門」および「リスク管理部門」を分離するとともに、リスク管理委員会

において、流動性リスクの状況を定期的にモニタリングする等、流動性リスク管理

の実効性を確保しております。 

 当金庫は、短期間で資金化が可能な現金や預け金等の支払準備資産を一定額以上

保有することを流動性リスクマニュアルで定めております。本部および営業店は、

市場流動性および資金繰りに影響を及ぼす可能性のある事項について、情報の収

集・分析することとしております。事務部は、流動性リスクの状況について、リス

ク管理委員会に毎月報告しております。 

 また、当金庫は、資金繰りの逼迫度合いに応じた資金確保等の対処方法を定めて

おり、さらに緊急を要する場合には、リスク管理委員会において、必要な対応策を

講じることとしております。 

 なお、当金庫は、不測事態が発生した際の「緊急時対策要領」を策定しており、

流動性危機時の連絡・報告体制、対処方法および指示・命令系統等を明確にする等、

迅速かつ適切な対応を行うことができるよう態勢整備を図っております。 

 

ニ．オペレーショナル・リスク管理 

 当金庫は、「オペレーショナル・リスク管理方針」および「オペレーショナル・

リスクマニュアル」を定め、オペレーショナル・リスク管理に関する基本方針、リ

スク管理体制、リスクの所在、リスクの種類・特性、リスクの評価、モニタリング

およびコントロール等の管理に係る手法を明確にするとともに、オペレーショナ

ル・リスク管理の重要性を十分に理解し、適正かつ厳格な管理を行っております。 

 当金庫は、オペレーショナル・リスクを「事務リスク」、「システムリスク」、「法

務リスク」、「人的リスク」、「有形資産リスク」および「風評リスク」等に分類し、

各リスク別の主管部署において適切なリスク管理を行うとともに、事務部をオペレ

ーショナル・リスク全体の総括部署として、オペレーショナル・リスク管理の実効

性を確保しております。 

(ｲ) 事務リスク 

 当金庫は、「事務リスク管理方針」および各種規程・要領等を定め、事務処理

の正確性の確保および事故・不正等の発生防止に努めるとともに、事務ミス等が

発生した場合には原因分析や再発防止策の検討、事務処理方法の見直しを行う等、

適切な管理を行っております。 

 また、事務部は、営業店等において事務処理が適切に行われるよう、定期的に

事務指導および研修を行っております。 
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(ﾛ) システムリスク 

 当金庫は、「システムリスク管理方針」および各種規程・要領等を定め、情報

資産の保護およびコンピュータシステムの安定稼動に努めるとともに、システム

障害等が発生した場合の態勢整備やシステムリスクの状況を定期的にモニタリ

ングする等、適切な管理を行っております。 

 また、コンピュータシステム、データおよびネットワーク管理上のセキュリテ

ィを統括する「システム責任者」を事務部に配置し、情報セキュリティの徹底・

強化に努めております。 

 

(ﾊ) 法務リスク 

 当金庫は、「法令等遵守方針」および各種規程・要領等を定め、法令等遵守態

勢の整備・強化に努めるとともに、各種業務における法務リスクの検証や当金庫

の損害の未然防止を図る等、適切な管理を行っております。 

 また、本部各部および営業店に「コンプライアンス責任者」を配置し、庫内研

修等の実施により、コンプライアンス意識の啓蒙・醸成を図っております。 

 

(ﾆ) 人的リスク 

 当金庫は、各種人事関連規程・要領等を定め、公平・公正な人事運営および差別

的行為（セクシャルハラスメント、パワーハラスメント）の防止・排除に努めると

ともに、人的リスクの管理能力を向上させるための教育・研修や職場指導の実施お

よび職員のメンタルヘルス不調等を予防するためのストレスチェック制度を導入

する等、適切な管理を行っております。 

 

(ﾎ) 有形資産リスク 

 当金庫は、関連規程・要領等を定め、地震および風水害等の大規模災害に備え、

当金庫が所有または賃借する建物・設備等の状態を定期的に確認・点検するととも

に、必要に応じて改修等の処置を講じる等、適切な管理を行っております。 

 

(ﾍ) 風評リスク 

 当金庫は、関連規程・要領等を定め、ディスクロージャー誌等による透明度の高

い情報開示を行い、評判の悪化や風説の流布等の防止に努めるとともに、風評等が

発生した場合の対応方法やインターネット等の風評関連情報を定期的に確認す

る等、適切な管理を行っております。 

以 上 



 

 

内閣府令第８１条第１項第１号に掲げる書類 

 
 
○ 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書、当該貸借対照表

等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近にお

ける業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 



 貸 借 対 照 表  

  第66期（       ） 
                                               あぶくま信用金庫 

国 債

地 方 債

社 債

株 式

そ の 他 の 証 券

割 引 手 形

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

未 決 済 為 替 貸

信 金 中 金 出 資 金

前 払 費 用

未 収 収 益

そ の 他 の 資 産

建 物

土 地

リ ー ス 資 産

その他の有形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産

7 

16 

299 

316 

76 

2 

4,585 

41 

そ の 他 の 負 債

退 職 給 付 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

負 債 の 部 合 計

111 債 務 保 証

偶 発 損 失 引 当 金

賞 与 引 当 金

53 

科　　　　　　　目 金　　　　　 額

159,136 

(資産の部）

貸 出 金 71,974 

金　　　　　 額

626 

277,305 

百万円

科　　　　　　　目

百万円

当 座 預 金

(負債の部）

有 価 証 券

現 金

預 け 金

買 入 金 銭 債 権

借 入 金

普 通 預 金

借 用 金

定 期 積 金

譲 渡 性 預 金14,830 

1,132 

774 

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

415 

そ の 他 負 債

未 決 済 為 替 借

2,299 

64,450 

リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務

80,816 

3,275 

44,469 

6,674 

661 

預 金 積 金

13,710 

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

そ の 他 の 預 金

定 期 預 金

10 

208 

無 形 固 定 資 産

債 務 保 証 見 返

貸 倒 引 当 金

111 

16 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

56 

123,762 

10 

637 

637 

13 

192 

147,529 

744 

51 

有 形 固 定 資 産

523 

857 

1,437 

25 

1,408 

27 

そ の 他 資 産

5,157 

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

0 

給 付 補 塡 備 金

払 戻 未 済 持 分

42 前 受 収 益

払 戻 未 済 金

691 

8 

284,737 

34 

321 

1,744 

7 

3 

3 

5,200 

67 

△
 

 

平成 27 年 4 月  1 日から 

平成 28 年 3 月 31 日まで 



 

(うち個別貸倒引当金) （ 1,252 ）

      (店舗整備積立金） ( 600 )

      (経営安定特別積立金） ( 300 )

      (事務機械化積立金） ( 100 )

32,356 

1,521 

9,021 

1,531 

10,552 

1,050 

そ の 他 利 益 剰 余 金

1,050 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

当 期 未 処 分 剰 余 金

会 員 勘 定 合 計 31,306 

利 益 準 備 金

普 通 出 資 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

特 別 積 立 金

資 産 の 部 合 計 317,094 317,094 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

出 資 金 10,753 

(純 資 産 の 部）

7,500 

利 益 剰 余 金

753 

純 資 産 の 部 合 計

10,000 

優 先 出 資 金 10,000 

10,000 

その他有価証券評価差額金

△△

 

 

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券について

は原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極

めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 

３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属

設備を除く。）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

          建 物      ６年～３９年 

          その他      ３年～２０年 

  

４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアに

ついては、金庫内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

    

５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数と

した定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価

保証額とし、それ以外のものは零としております。 

 

６．外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

    

７．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

      「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（平成２４年７月４日 

日本公認会計士協会 銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権につい

ては、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しており

ます。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額のうち必要と認められる額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権について

は、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しており

ます。 



 

（追加情報） 

なお、平成２５年３月期から要注意債権のうち、事業・給与収入等が無い債務者で、福島第一原発事故に伴う東京電

力株式会社からの損害賠償金により元利金償還を続けている債権、また事業・給与収入等を得ている債務者で、元利金

償還を続けている「津波により全壊・半壊した住宅ローン債務者」に係る債権については、資産査定基準及び貸倒償却・

貸倒引当金の計上に関する基準に基づく査定結果とは別にグルーピングの上、債権額から担保処分可能見込額及び保証

による回収見込み額を控除した残額を引き当てております。この処理による貸倒引当金計上額は３１６百万円です。 

 

８．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を

計上しております。 

 

９．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準適用指針第２５号「退職給付会計に関する会計基準の

適用指針」（平成２７年３月２６日）に定める簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額及び直近の年金財政計算上

の数理債務の合計額を退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要額を計上しております。 

また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入してお 

り、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付

費用として処理しております。 

なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補

足説明は次のとおりであります。 

（１） 制度全体の積立状況に関する事項 （平成２７年３月３１日現在） 

① 年金資産の額             １，６５９，８３０百万円 

② 年金財政計算上の給付債務の額     １，８２４，５６３百万円 

③ 差引額（①－②）          △  １６４，７３２百万円 

（２） 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合 (平成２７年３月３１日現在) 

    ０．０９６４％ 

（３） 補足説明 

    上記（１）③の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高２４７，５６７百万円及び別途積立

金８２，８３４百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間１９年０カ月の元利均等定率

償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金１９百万円を費用処理してお

ります。 

    なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、

上記（２）の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。 

    

１０．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

   

１１．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求

に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。 

 

１２．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。 

 

１３．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。 

 

１４．理事および監事との間の取引による理事および監事に対する金銭債権総額     ２百万円 

 

１５．有形固定資産の減価償却累計額          ２，２７９百万円 

 

１６．貸出金のうち、破綻先債権額は４百万円、延滞債権額は１，８５３百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取 

立又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利

息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまで

に掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と 

して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 

１７．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額はありません。 

なお、３ヵ月以上延滞債権額とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延している貸出金で破綻 

先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

 

１８．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１８７百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元 

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延

滞債権に該当しないものであります。 

 

 

１９．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は２，０４５百万円であります。 

なお、上記１６．から１８．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 



 

 

２０．手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手

形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は６７百万円であり

ます。 

 

２１．担保に供している資産は次のとおりであります。 

    担保に供している資産 

預け金（定期預金） ８，０００百万円      信金中金との為替決済取引等の担保 

預け金（定期預金） １，５００百万円      信金中金との当座借越契約の担保 

 預け金（定期預金） １，２００百万円      信金中金とのしんきん長期固定金利ローンサポート取引の担保 

 預け金（定期預金）    ５０百万円      地方公共団体指定金融機関保証金 

 有価証券（国債）    １００百万円（額面金額）日本銀行歳入代理店契約に基づく担保 

 有価証券（国債）  １，０００百万円（額面金額）日本銀行との相対型電子貸付取引の担保 

 その他資産（保証金）    ０百万円      地方公共団体指定金融機関差入担保 

   担保資産に対応する債務 

     借用金         ６３７百万円 

 

２２．出資１口当たりの純資産額    １，６３５円８３銭 

 

２３.金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。 

このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。 

  

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。 

また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しており 

ます。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。 

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

①  信用リスクの管理 

当金庫は、与信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「クレジットポリシー」を制定し、広く役職員に理解と遵守

を促すとともに、統合的リスク管理規程、信用リスクマニュアルに基づき、信用リスクを確実に認識する管理態勢を構築

しております。信用リスクの評価については、小口多数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリオ管理とし

て、信用格付別や自己査定による債務者区分別、業種別、さらには与信集中によるリスクの抑制のため大口与信先の管理

など、さまざまな角度からの分析に注力しております。個別案件の審査・与信管理にあたっては、審査管理部門と営業推

進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く体制としております。さらに、リスク管理委員会を定期的に開催し、協議検討

を行うとともに、必要に応じて常務会、理事会といった経営陣に対する報告態勢を整備しております。さらに、与信管理

の状況については、監査部がチェックしております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、リスク管理委員会に

おいて、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。 

② 市場リスクの管理 

 （ⅰ） 金利リスクの管理 

当金庫は、ALM によって金利の変動リスクを管理しております。統合的リスク管理規程、市場リスクマニュアルにお

いて、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、リスク管理委員会において決定された ALMに関する方針に基づ

き、常務会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。 

日常的には市場管理部門において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析

等によりモニタリングを行い、月次ベースで常務会に報告しております。 

なお、ALM により、金利の変動リスクをヘッジするため、信金中央金庫と長期固定金利ローンサポート取引も行って

おります。 

 （ⅱ） 為替リスクの管理 

当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。 

 （ⅲ） 価格変動リスクの管理 

有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理方針に基づき、資産運用規程・細則に従い実施され、

リスク管理統括部において、バリュー・アット・リスク（VaR）を用いてバンキング勘定全体の市場リスク量が把握さ

れるとともに、規程の遵守状況等が管理されております。 

これらの運用状況は、定期的に常務会及び理事会に報告されております。 

 （ⅳ） デリバティブ取引 

 

デリバティブ取引は行っておりません。 

    （ｖ） 市場リスクに係る定量的情報 

当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、貸出金・有価証券・預け金・

預金積金であります。当金庫は、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動

幅を用いた当面１年間の損益に与える影響額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

当該影響額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を固定金利群と変動金利群に分けて、それぞれ金利期日



 

に応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いています。金利以外のすべてのリスク変数が一定で

あることを仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利は５０ベーシス・ポイント（０．５０％）上昇したものと想定

した場合には、税金等調整前当期純利益が４２４百万円減少し、５０ベーシス・ポイント（０．５０％）下落したもの

と想定した場合には、４２４百万円増加するものと把握しています。当該影響額は、金利を除くリスク変数が一定の場

合を前提としており、金利とその他リスク変数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超

える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バラン

スの調整などによって、流動性リスクを管理しております。 

 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異

なることもあります。 

なお、金融商品のうち預け金・貸出金・預金積金・借用金については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を

開示しております。 

 

２４.金融商品の時価等に関する事項 

平成２８年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります（時価の算定方法に

ついては（注１）参照）。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりませ

ん。（注２）参照）。 

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。 

（単位：百万円）

貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 預け金（*1) 159,136 159,788 651

(2) 買入金銭債権 661 661 -

(3) 有価証券 80,783 84,417 3,634

① 売買目的有価証券 - - -

② 満期保有目的の債券 25,981 29,615 3,634

③ その他有価証券 54,801 54,801 -

(4) 貸出金（*1） 71,974

　貸倒引当金（*2） △1,744

70,230 73,651 3,420

310,811 318,517 7,706

(1) 預金積金（*1） 277,305 277,593 288

(2) 譲渡性預金（*1） 5,200 5,200 -

(3) 借用金（*1） 637 668 30

283,142 283,461 318

 金融資産計

 金融負債計

 

    (*1)預け金、貸出金、預金積金、譲渡性預金、借用金の「時価」には、「簡便な方法により算出した時価に代わる金額」 

      を記載しております。 

    （*2）貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しております。 

 

（注 1）金融商品の時価等の算定方法 

金融資産 

（１）預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のあ

る預け金については、市場金利（スポットレート）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。 

 

 （２）買入金銭債権 

    買入金銭債権は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 

 

（３）有価証券 

 株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表さ

れている基準価格によっております。  

 

（４）貸出金 

 貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定

し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。 

①  破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、貸借対

照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。） 



 

② ①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額 

③  ①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利（スポットレート）

で割り引いた価額 

 

金融負債 

（１）預金積金 

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金の時

価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる

金額として記載しております。その割引率は、市場金利（スポットレート）を用いています。なお、残存期間が短期（１年

以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

（２）借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期で市場金利を反映し、また、当金庫の信用状態は実行後大きく異なっていな

いことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるもの

は、一定期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利（スポットレート）から割引計算した割引現在価値を

算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。なお、残存期間が短期（１年以内）のものは、時価は

帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれており

ません。 

信減  

（単位：百万円）

区分 貸借対照表計上額

　その他有価証券  　非上場株式（*1） 31

　組合出資金（*2） 1

 

  （*1）非上場株式については、市場性がなく時価を把握することが困難と認められることから、 

    時価開示の対象とはしていません。 

  （*2）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認めら 

    れるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日以後の償還予定額 

（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超

預け金（*） 71,413           83,550           -                -                

有価証券 4,229            18,848           22,801           29,519           

満期保有目的の債券 100              2,198            4,721            18,961           

　
その他有価証券のうち満期があるもの

（*）
4,129            16,650           18,080           10,557           

貸出金（*） 11,590           19,603           15,815           21,661           

87,232           122,001          38,616           51,180           合　　計

 

    （*）期間の定めのないものは含めておりません。 

 

（注４）その他の有利子負債の決算日以後の返済予定額 

（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超

預金積金（*） 113,237 38,148 1 98

借用金 158 363 75 40

113,396 38,512 76 138合　　計

 

  （*）預金積金のうち、要求払預金は含めておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２５．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。 

（１） 満期保有目的の債券 

（単位：百万円）

種類
貸借対照表

計上額
時価 差額

 国債 1,928 2,302 373

 地方債 4,097 4,776 679

 社債 17,479 19,907 2,427

 その他 1,476 1,633 157

　　　　小計 24,981 28,619 3,637

 国債 - - -

 地方債 - - -

 社債 200 199 △0

 その他 800 797 △2

　　　　小計 1,000 996 △3

25,981 29,615 3,634　　　　　　　合計

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの

 

 

（２） その他有価証券 

（単位：百万円）

種類
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

 株式 131 123 7

 債券 39,357 37,900 1,457

　　国債 4,745 4,531 214

　　地方債 9,563 9,150 412

　　社債 25,049 24,218 830

 その他 7,863 7,525 337

　　　　小計 47,352 45,549 1,802

 株式 969 1,126 △157

 債券 1,790 1,797 △6

　　国債 - - -

　　地方債 50 50 -

　　社債 1,740 1,747 △6

 その他 4,689 4,882 △192

　　　　小計 7,449 7,806 △357

54,801 53,355 1,445　　　　　　　合計

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

 

 

なお、上記の評価差額１，４４５百万円から繰延税金負債３９６百万円を差し引いた額１，０４８百万円および買入

金銭債権の評価差額金１百万円を加算した金額を「その他有価証券評価差額金」として計上しております。 

 

２６．当事業年度中に売却したその他有価証券 

（単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 1,506              210                20                 

債券 4,170              12                 21                 

　国債 3,991              12                 -                  

　地方債 -                  -                  -                  

　社債 179                0 21                 

その他 -                  -                  -                  

合計 5,677              223                41                 

 

  

 ２７． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上 

規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。 

これらの契約に係る融資未実行残高は、１８，８７８百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが     

４，４１４百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金

庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権 

の保全、その他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすること



 

ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ

か、契約後も定期的に予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保

全上の措置等を講じております。 

 

２８． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度額超過額          １６８ 百万円 

退職給付引当金損金算入限度額超過額         ８６ 百万円 

減価償却の償却超過額                ３０ 百万円 

未払事業税損金否認                 ２３ 百万円 

役員退職慰労引当金繰入損金否認           ２０ 百万円 

 土地減損損失損金否認                １６ 百万円 

 賞与引当金超過額                  １２ 百万円 

偶発損失引当金損金算入限度額超過           ９ 百万円 

その他                        ８ 百万円 

繰延税金資産小計                  ３３７ 百万円 

評価性引当額                  △ ２９９ 百万円 

繰延税金資産合計                   ７８ 百万円 

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金             ３９７ 百万円 

 その他                        ２ 百万円 

繰延税金負債合計                  ３９９ 百万円 

繰延税金負債の純額                 ３２１ 百万円 

   



 

 損 益 計 算 書  
 

  第66期（       ） 
あぶくま信用金庫 

2,676,645   

1,155,696   

521,319   

982,347   

17,282   

186,418   

98,900   

87,517   

28,137   

12,864   

7,400   

7,873   

564,908   

336,188   

151   

210,496   

18,072   

234,073   

216,730   

5,003   

1,629   

10,709   

104,948   

43,726   

61,221   

40,648   

21,000   

19,228   

420   

1,541,273   

856,863   

661,181   

23,227   

23,408   

20,108   

9   

3,289   

2,011   

8,326   

329,545   

41,331   

償 却 債 権 取 立 益

そ の 他 の 業 務 費 用

税 金

株 式 等 売 却 損

科　　　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

経 常 収 益 3,456,108   

預 け 金 利 息

資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息

そ の 他 の 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益

有 価 証 券 利 息 配 当 金

国 債 等 債 券 売 却 益

そ の 他 業 務 収 益

受 入 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 収 益

国 債 等 債 券 償 還 益

そ の 他 の 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

株 式 等 売 却 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

経 常 費 用 1,944,351   

資 金 調 達 費 用

そ の 他 の 経 常 収 益

預 金 利 息

給 付 補 塡 備 金 繰 入 額

借 用 金 利 息

譲 渡 性 預 金 利 息

国 債 等 債 券 売 却 損

支 払 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 費 用

役 務 取 引 等 費 用

物 件 費

そ の 他 業 務 費 用

国 債 等 債 券 償 還 損

2,011   

経 常 利 益 1,511,756   

経 費

そ の 他 の 経 常 費 用

そ の 他 資 産 償 却

人 件 費

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 合 計

特 別 損 失 8,326   

税 引 前 当 期 純 利 益 1,505,441   

固 定 資 産 処 分 損

そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 利 益

当 期 未 処 分 剰 余 金 1,521,380   

1,134,564   

386,815   

370,876   

繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ）

当 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

そ の 他 経 常 費 用

千円

 
（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

２．出資１口当たり当期純利益金額 １４５円６４銭 

 

３．その他の経常収益には、固定資産撤去損失引当金戻入益１３，５００千円を含んでおります。 

平成 27 年 4 月  1 日から 

平成 28 年 3 月 31 日まで 



 

 剰 余 金 処 分 計 算 書            

 第66期（       ） 

あぶくま信用金庫

金　　　　　　　　　　　　　　　額

1,521,380,385  

1,172,584,539  

利 益 準 備 金 120,000,000  

普 通 出 資 に 対 す る 配 当 金 　（年　3.00  % ） 22,584,539  

優 先 出 資 に 対 す る 配 当 金 　（年　0.15  % ） 30,000,000  

特 別 積 立 金 1,000,000,000  

（うち、無目的積立金） 1,000,000,000  

348,795,846  繰　　越　　金（ 当　期　末　残　高 ）

剰 余 金 処 分 額

科　　　　　　　　　　　　　目

当 期 未 処 分 剰 余 金
円

（ ）

 
 
(記載上の注意) 

１. 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、積立金取崩額の内訳として当該積立金の名称を付した科目をもって

記載すること。 

２. その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処分剰余金の処分及びその他資本剰余金の処分の区分を設けること。 

３. その他資本剰余金の処分の区分には、その他資本剰余金、その他資本剰余金処分額及びその他資本剰余金次期繰越 

額について、当期未処分剰余金の処分に準じて記載すること。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年  4 月  1 日から 

平成 28 年  3 月 31 日まで 



 

 

単体自己資本比率 
  平成28年3月31日現在 

信用リスク・アセット算出手法 標準的手法 

（単位：百万円） 

経 過 措 置

に よ る 不

算 入 額

経 過 措 置

に よ る 不

算 入 額

31,253 30,178

20,753 20,760

10,552 9,471

52 52

- -

492 793

492 793

－ －

－ －

－ －

－

－

31,746 30,972

4 7 2 9

－ － － －

4 7 2 9

－ - － -

－ － － －

－ － － －

－ － －
－

－ － － －

－ － －
－

－ － －
－

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － －
－

－ － －
－

前 期 末

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係

るものを除く。）の額の合計額

コア資本に係る基礎項目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

うち、出資金及び資本剰余金の額

うち、利益剰余金の額

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置によりコア資

本に係る基礎項目の額に含まれる額

項　　　　　目

当 期 末

コア資本に係る調整項目

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライ

ツに係るもの以外の額

前払年金費用の額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行さ

れた資本調達手段の額のうち、経過措置によりコア資本

に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の　45％に

相当する額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎

項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　（イ）

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己

資本に算入される額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無

形固定資産に関連するものの額

特定項目に係る 10％基準超過額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計

額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

うち、のれんに係るものの額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当す

るものに関連するものの額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除

く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手

段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

信用金庫連合会の対象普通出資等の額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限

る。）に関連するものの額  
 



 

－ － － －

－ － － －

－ － －
－

－ － －
－

4 2

31,741 30,970

88,429 81,423

87,786 81,061

5,786 7,290

うち、調整項目に係る経過措置により、なお

従前の例によるとしてリスク･アセットが適用

されることとなったものの額のうち、無形固

定資産（のれん及びモーゲージ・サービシン

グ・ライツに係るものを除く。）に係るもの

の額

7 9

うち、調整項目に係る経過措置により、なお

従前の例によるとしてリスク･アセットが適用

されることとなったものの額のうち、繰延税

金資産に係るものの額

- -

うち、調整項目に係る経過措置により、なお

従前の例によるとしてリスク･アセットが適用

されることとなったものの額のうち、前払年

金費用に係るものの額

－ －

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に

係るエクスポージャーに係る経過措置を用い

て算出したリスク・アセットの額から経過措

置を用いずに算出したリスク・アセットの額

を控除した額

5,793 7,299

うち、上記以外に該当するものの額 － －

367 203

275 158

0 0

4,741 4,625

－ －

－ －

93,171 86,048

34.06 35.99 

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当す

るものに関連するものの額

オペレーショナル・リスク相当額調整額

資産（オン・バランス）項目

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算

入される額の合計額

リスク・アセット等

オフ・バランス取引等項目

CVAリスク相当額を８％で除して得た額

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リス

ク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除し

て得た額

信用リスク・アセット調整額

自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　（ハ）

信用リスク・アセットの額の合計額

リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）/（ニ））

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無

形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限

る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　（ロ）

自己資本

特定項目に係る 15％基準超過額

％ ％

△

△

△

△

 
 （記載上の注意） 

1.「単体自己資本比率」とは、信用金庫法施行規則第86条第1項第8号に規定する単体自己資本比率をいう。 

2. 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先進的内部格付手法のいずれかを記載すること。 
3．遡及適用（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第29号）第８条第51項に規定する遡及適用を 

いう。以下この様式において同じ。）、財務諸表の組替え（同条第52項に規定する財務諸表の組替えをいう。）又は修正再表示

（同条第53項に規定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。）により、「前期末」欄の金額又は比率が前事業年度

に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、その旨を欄外に記載すること。 
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